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命 令 書 

 

 

 
 申 立 人  
 

 

 
 
被申立人  

 

 

 

 上記当事者間の千労委平成２１年（不）第４号不当労働行為救済申

立事件について、当委員会は平成２３年３月７日第１５３１回公益委

員会議において、会長公益委員竹澤京平、公益委員鈴木牧子、同岡村

清子、同松田忠三及び同島﨑克美が出席して合議の上、次のとおり命

令する。  
 

主    文  
１ 被申立人は、申立人組合執行委員長Ｘ１  に対する平成２２年

１月１６日付け支配人付衛生管理者への降格をなかったものとして

取扱い、降格がなければ同人が受けるはずであった賃金相当額と既

に支給済の賃金との差額を同人に対して支払わなければならない。  
  なお、同人を復帰させるべき業務の決定及び降格がなければ同人

が受けるはずであった賃金相当額の算定にあたっては、申立人と直

ちに誠実に協議すること。  
２ 被申立人は、申立人組合の元組合員であるＸ２  に対する平成

２２年２月１５日付け係長への降格をなかったものとして取扱い、

降格から同年３月１５日までの間、降格がなければ同人が受けるは

ずであった賃金相当額と既に支給済の賃金との差額を同人に対して

支払わなければならない。  
なお、降格がなければ同人が受けるはずであった賃金相当額の算

定にあたっては、申立人と直ちに誠実に協議すること。  
３ 被申立人は本命令書受領の日から１週間以内に、下記の内容の文

千葉県鴨川市太海１８５７－３  
ブルースカイ鴨川７０６内  

連合ちばユニオン・ヒルズアソシエーション労働組合  
執行委員長 Ｘ１  

千葉県鴨川市天津３１６４－７  
有限会社鴨川ヒルズリゾート  
代表取締役 Ｙ１  
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書を申立人に交付しなければならない。  
 
  連合ちばユニオン・ヒルズアソシエーション労働組合  
  執行委員長 Ｘ１    様  
 
    年  月  日  
 
                 有限会社鴨川ヒルズリゾート  
                 代表取締役 Ｙ１  
 
  当社が行った下記の行為は、千葉県労働委員会において労働組合

法第７条第１号及び同条第３号に該当する不当労働行為であると認

定されました。  
  今後このような不当労働行為を繰り返さないようにします。  

記  
 
  １ 貴組合の執行委員長であるＸ１  氏を、平成２１年１１月

１日付けで料飲サービス課監督職へ変更したこと及び平成２２

年１月１６日付けで、支配人付衛生管理者へ降格したこと。  
  ２ 貴組合の組合員であったＸ２  氏に対し、平成２２年２月

１５日付けで、係長へ降格したこと。  
  ３ 貴組合の書記長であるＸ３  氏に対し、平成２１年１０月

３日付け自宅待機命令、同月１８日付け業務指示及び同月２６

日付け懲戒解雇処分を行ったこと。  
  ４  平成２１年９月２４日、貴組合の執行委員長であるＸ１  

氏が、組合結成通知書を手渡した際、当社代表取締役Ｙ１   

が、「組合なんかなんでつくるんだ」等の発言をしたこと。  
             （注：年月日は交付の日を記載すること。） 

 
４ 申立人のその余の申立てを棄却する。  
 

理    由  
第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨  
 １ 事案の概要  
   本件は、被申立人有限会社鴨川ヒルズリゾート（以下「会社」
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という。）が経営する鴨川ヒルズリゾートホテルにおいて、申立人

連合ちばユニオン・ヒルズアソシエーション労働組合（以下「組

合」という。）の組合員に対して行われた降格、減給、解雇、配置

転換、契約更新手続の遅延、組合からの脱退勧奨や退職強要等が、

労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）第

７条第１号に定める組合員に対する不利益取扱い及び同条第３号

に定める組合への支配介入に当たるとして、救済申立てがなされ

た事件である。  
   なお、組合から本件救済申立てがなされたのは平成２１年１１

月１３日であるが、請求する救済の内容のうち、（３）、（４）及び

（６）は平成２２年３月５日付けで、（５）は同年４月１９日付け

で、それぞれ追加申立てがなされたものである。  
 
 ２ 請求する救済の内容の要旨  
   本件申立てにおいて組合が請求する救済内容の要旨は以下のと

おりである。  
 （１）組合員に対して組合からの脱退勧奨や退職強要を行うこと及

び組合を誹謗中傷するなどして組合の組織、運営に対する支配

介入を行うことの禁止。  
 （２）組合員に対する降格、減給、不当な配置転換、非組合員と比

べて不当に契約更新手続の時期を遅らせるなどの差別的取扱い

の禁止。  
 （３）組合執行委員長Ｘ１  （以下「Ｘ１委員長」という。）に対

する平成２２年１月１６日付け降格の撤回、原職復帰、降格か

ら原職復帰までに支払われるべき役付手当相当額の支払い。  
 （４）組合員Ｘ４  （以下「Ｘ４」という。）に対し、平成２１年

１２月の労働契約更新の際に行った時給の減額の撤回、時給額

の是正、是正により支払われるべき額と既に支払われた額との

差額の支払い。  
 （５）元組合員Ｘ２  （以下「Ｘ２」という。）に対する平成２２

年２月１５日付け降格の撤回、降格から同年３月１５日までに

Ｘ２に支払われるべき役付手当相当額及び調整手当相当額の支

払い。  
 （６）上記（１）～（５）の不当労働行為に対する謝罪文の掲示及

び手交。  
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なお、謝罪文には、組合書記長のＸ３  （以下「Ｘ３書記長」

という。）に対する降格、自宅待機及び懲戒解雇等並びに元組合員

Ｘ５    （以下「Ｘ５」という。）に対する平成２１年１２月

の契約更新手続の遅延及びその手続の際に時給を減額して提示し

たことが、それぞれ不当労働行為に該当することの認定及びこれ

らに対する謝罪が含まれる。  
 
第２ 争点  
 １ 組合は、法第２条の規定に適合した組合であるか。  
 ２ 会社の次の行為は、法第７条第１号の不利益取扱いに当たるか。 
 （１）Ｘ１委員長を、平成２１年１１月１日、料飲部長から料飲サ

ービス課監督職（以下「監督職」という。）へ、平成２２年１

月１６日、監督職から支配人付衛生管理者へそれぞれ変更した

こと。  
 （２）平成２１年１２月のＸ４及びＸ５に対する労働契約更新手続

の遅延並びに時給の減額等。  
 （３）Ｘ２に対し、平成２１年１０月、宿泊部フロント課長から料

飲部宴会課長へ配置転換を行ったこと及び平成２２年２月１５

日、課長から係長へ役職を変更したこと。  
 （４）Ｘ３書記長に対し、平成２１年９月６日付けで施設部長から

課長へ役職を変更したこと、同年１０月３日に自宅待機を命じ

たこと、同月１８日に業務指示を行ったこと及び同月２６日付

けで懲戒解雇したこと。  
３ 会社は、その役員や幹部職員等をして、組合員に対する退職強

要や組合からの脱退勧奨、組合への誹謗中傷などの行為を行わせ

たか。行わせた場合、それらの行為は、法第７条第３号の支配介

入に当たるか。  
 
第３ 認定した事実  
 １ 当事者  
 （１）組合は、会社の従業員等で組織された労働組合であり、平成

２１年９月２３日に結成された。申立て時の組合員数は４７名

である。  
 （２）会社は、平成１７年９月７日、ホテル経営・観光事業等を目

的として設立された有限会社であり、肩書地に本社を置き、鴨
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川ヒルズリゾートホテル（以下「ホテル」という。）を運営して

いる。申立て時の従業員数は約９０名である。  
 ２ 事実関係  
   当委員会が認定した事実は次のとおりである。 

（１）組合結成について 

ア 平成２１年９月２３日、鴨川市内のコミュニティーセンタ

ー小湊において組合の結成大会が行われ、執行委員長にＸ１

委員長、副執行委員長に調理長のＸ６  （以下「Ｘ６」と

いう。）、書記長にＸ３書記長がそれぞれ就任した。  
    【甲２１ｐ４～５、甲２２ｐ７】  

組合結成に至るまでの経緯は、同年８月２７日、当時料飲

部長代理であったＸ１委員長と、施設部長であったＸ３書記

長が組合結成を決意し、翌２８日以降、組合員の勧誘活動を

開始したというものである。  
【甲２１ｐ４、甲２２ｐ３、第１回審問調書６～７頁Ｘ１証

言（以下「①Ｘ１ｐ６～７」の例により略記する。）】  
 なお、Ｘ１委員長は、平成２１年９月１日、会社において

料飲部長となった。  
    【甲２１ｐ１】  
   イ 平成２１年９月２４日、ホテルにおいて、Ｘ１委員長から、

会社代表取締役のＹ１  （以下「Ｙ１社長」という。）に対

し、組合の結成通知書が手渡された。組合からはＸ３書記長

及びＸ６が、また、組合の上部団体である日本労働組合総連

合会千葉県連合会（以下「連合千葉」という。）から副事務局

長のＸ７及びアドバイザーのＸ８が同席した。  
    【甲２１ｐ５、甲２２ｐ７】  
 （２）Ｘ３書記長の降格、自宅待機及び懲戒解雇等について  
   ア 平成２１年９月３日、ホテルに出社したＹ１社長は、施設

部の従業員でＸ３書記長の部下であるＺ１ （以下「Ｚ１」

という。）が作成したメモ（以下「Ｚ１メモ」という。）を受

け取った。メモには、以下の事項が書かれていた。  
 
     ２１、１末  総務課の動向を注意深く観察する  
        ３月  退社した人の住居及誰と住んでいるか、そ

れとなく聞く（知り合いの為）  
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        ４月頃 退社したＺ２さん？が弁当屋でバイトして

いるか確める  
        ６月初 退社したＺ３さんの帰り時の監視（コンべ

Ｐで持ち物等）  
        ６〃後 専務マンションへの出入する人の調査（勤

務中）  
        ７月  居酒屋桃源坊より代行で送迎した車の駐車

場所（アパート）調査 鴨川市広場 本気

でした  
        ７月  居酒屋桃源のヒルズボトルを出した人の確

認 子供の高校まで行き写真で人物確定 

用土（ママ）のＹ４さんが総務課についた

ので気をつける  
        ８月  Ｚ４さんと話をしている所を誰かに密告さ

れ 自分がスパイ容疑をかけられる  
 

Ｙ１社長は、同日、Ｚ１から直接、Ｚ１メモの内容につい

て事情を聞き、また、Ｘ３書記長を呼び出し、Ｘ３書記長に

対し、Ｚ１がＸ３書記長からいじめを受けたと訴えてきたこ

と及びＺ１の訴えが真実であれば重大な処分の事由になり得

る旨を告げた。これに対しＸ３書記長は、納得できない旨答

えた。  
    【甲２２ｐ５、乙６、乙２３ｐ６～７、第１回審問調書Ｘ３

証言６６頁（以下「①Ｘ３ｐ６６」と略記する。）、同ｐ９２

～９３、第３回審問調書Ｙ１証言３頁（以下「③Ｙ１ｐ３」

と略記する。）、同ｐ３５～３７】  
   イ 平成２１年９月５日、ホテルの大広間において、会社の専

務取締役であるＹ２  （以下「Ｙ２専務」という。）、同じ

く総務課長のＹ３  （以下「Ｙ３総務課長」という。）、同

じく調達係長のＹ４  （以下「Ｙ４調達係長」という。）、

Ｘ３書記長及びＺ１の５名同席のもと、Ｘ３書記長及びＺ１

に対し、Ｚ１メモにかかる事情聴取が行われた。  
     Ｚ１が、Ｚ１メモに沿って内容の説明を行った後、Ｙ２専

務がＸ３書記長に対し、Ｚ１の説明に関するコメントを求め

たが、Ｘ３書記長は、「すべて否定します。」とだけ回答した。 



 

 - 7 -

    【甲２２ｐ５、乙１４ｐ１０、乙２５ｐ２～４、乙３５ｐ４

～６、①Ｘ３ｐ６６～６８、同ｐ９３～１００、第４回審問

調書Ｙ２証言４７～４８頁（以下「④Ｙ２ｐ４７～４８」の

例により略記する。）】  
   ウ 平成２１年９月６日、Ｘ３書記長は同日付けで課長に降格

となった。  
     なお、Ｘ３書記長に対し、降格の理由を示す書面が交付さ

れたのは、同月２６日であった。  
    【甲４、甲２２ｐ６、乙３５ｐ７】  
   エ 平成２１年９月１５日、Ｚ１が会社を退職した。  
    【乙１４ｐ１０】  
   オ 平成２１年９月２２日、ホテルの駐車場で、Ｙ２専務がＸ

３書記長に責任をとれという趣旨の発言をした。この際、Ｙ

２専務は、Ｘ３書記長に対し退職もあり得る旨示唆した。  
    【甲２２ｐ７、乙３５ｐ９～１０、①Ｘ３ｐ６９、④Ｙ２ｐ

９０】  
   カ 平成２１年９月２６日、組合からＸ３書記長の降格理由を

書面で示すよう要求された会社は、「Ｘ３施設部長降格の事

由」と題する総務部発の書面を組合に交付した。同書面には、

Ｘ３書記長降格の理由として、「監督的地位にある者・使用者

の利益を代表する立場にある者が、部下の監督が出来ない為

課長職に降格処分とした」旨記載されていた。  
    【甲４】  
   キ 平成２１年９月２７日、Ｙ１の実兄であり、会社において

従業員から会長と呼ばれているＹ５  （以下「Ｙ５会長」

という。）は、会社の総支配人Ｘ９  （以下「Ｘ９総支配人」

という。）に対し、電話で自宅待機を命じた。その際、Ｘ３書

記長にも自宅待機を命じる旨、Ｘ９総支配人から伝えさせた。 
     それを受け、Ｘ３書記長は、翌２８日及び２９日は出勤し

なかった。  
     同月３０日にＸ３書記長が出勤すると、Ｙ１社長はＸ３書

記長に対し、電話で、自宅待機命令に従うよう指示し、従わ

ない場合は処分もあり得る旨告げた。Ｘ３書記長は、Ｙ１社

長に対し、自宅待機の理由を文書にて示すよう要求し、帰宅

した。  
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    【甲２２ｐ８～９、①Ｘ３ｐ６９～７０】  
     なお、会社の組織上、会長職は存在せず、Ｙ５会長は、会

社の役員でも従業員でもない。  
    【①Ｘ１ｐ５８、①Ｘ３ｐ１０４～１０６、③Ｙ１ｐ１２～

１５、④Ｙ２ｐ９２～９３】  
   ク 平成２１年９月２８日、組合は、当委員会に対し、１、組

合員に対する不当な脱退工作の即時停止、２、Ｘ３書記長に

対する不当な自宅待機（出勤停止）処分の撤回、を調整事項

とするあっせん申請を行った。  
    【甲１ないし甲１－３、当委員会に顕著な事実】  
   ケ 平成２１年１０月３日、Ｙ２専務はＸ３書記長に対し、自

宅待機を命じる同日付け「辞令」と題する書面を手渡し、併

せて自宅待機の期間中は命令に従い出勤しないよう指示し

た。  
     なお、当該「辞令」には、「平成２１年１０月３日から部下

のパワーハラスメントが判明し明白となるまで（県労働委員

会の裁定まで）自宅待機を命じます。待機期間中の賃金は通

常通り前給与のまま支給します。」と記載されていた。  
    【甲５、甲２２ｐ９、乙２３ｐ８、乙３５ｐ７～８】  
   コ 平成２１年１０月１５日、当委員会においてあっせんが行

われ、以下の３項目からなるあっせん案を、組合、会社双方

が受諾した。  
   <あっせん案> 
   １ 組合と会社は、労働組合法を遵守し、良好な労使関係を築

くよう、互いに努力する。  
   ２ 会社と組合は、互いの立場を尊重し、それぞれ良識を持っ

た活動を行うものとする。  
   ３ 会社は、Ｘ３書記長の出勤停止処分について、会社就業規

則第４８条の規定を遵守し、対処するものとする。  
    【甲３、当委員会に顕著な事実】  
 
     なお、会社就業規則第４８条の規定は、次のとおりである。 
    （懲戒の種類）  
    第４８条  懲戒はその情状に応じ、次の区分により行う。  
      （１）及び（２）略  
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      （３）出勤停止――７日を限度として出勤停止を命じ、

その期間の賃金は支給しない。  
      （４）略  
    【乙１】  
   サ 平成２１年１０月１６日、会社は、Ｘ３書記長に対し、同

日付け「自宅待機解除通知書」を交付し、翌１７日をもって

Ｘ３書記長の自宅待機を解除した。  
    【甲１３、甲２１ｐ１０、甲２２ｐ９、乙２５ｐ４、①Ｘ３

ｐ７０】  
   シ 平成２１年１０月１８日、Ｙ３総務課長はＸ３書記長に対

し、同日付け「業務指示書」を手交した。その内容は、１．

電球等の棚卸、２．修理業者及び購入業者の一覧表、修理業

者等に依頼をしていて、中途な部分や懸案となっている件の

報告、３．一両日中のグラウンド ゴルフ場の整備（除草な

ど）等であり、３については、部下に指示するのではなく、

自分で率先して実施するよう記載されていた。  
     また、併せて、翌１９日に、業者が、男性浴場のエアコン、

換気扇、ランプ切れの見積もりに来る際、総務Ｙ４に立ち会

いを指示していること、Ｘ３書記長は立会不要であり、除草

などを優先して進めること、何かあれば総務Ｙ４の指示を仰

ぐこと等が記載されていた。  
    【甲１４、甲２２ｐ１０、乙２５ｐ４～５、①Ｘ３ｐ７０】  
   ス 平成２１年１０月２０日、東京都港区のＹ５会長の自宅に

おいて、Ｘ１委員長、Ｘ３書記長、Ｘ９総支配人、Ｙ５会長

及び会長秘書のＹ６ の５名で会談を行った。  
    【甲２１ｐ１０～１１、甲２２ｐ１０～１１、①Ｘ１ｐ２７

～３０、①Ｘ３ｐ７１、同ｐ１００～１０２】  
   セ 平成２１年１０月２６日、Ｘ３書記長は、Ｙ５会長から電

話で解雇を告げられた。  
    【甲２２ｐ１１】  
   ソ 平成２１年１０月２７日、出社したＸ３書記長に、Ｙ３総

務課長は解雇を告げた。翌２８日、Ｘ３書記長に対し、平成

２１年１０月２７日付け解雇通知書、同日付け「Ｘ３施設部

長降格及び自宅待機そして解雇の事由」及びＺ１メモが交付

された。  
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     解雇通知書には、次のとおり記載されていた。  
    「貴殿は、過去数年にわたって、複数の従業員に対する、職

権や地位を利用した不当な強要や嫌がらせにあたる言動（い

わゆるパワーハラスメント）を行いました。関係者への聴き

取り等の調査を行った結果、貴殿には、上記各事実に加え、

他の従業員への合理性を逸脱した威圧的な発言を繰り返す等

により、会社業務の円滑な遂行を妨げ職場の秩序を乱した事

実が認められ、貴殿の一連の行動は社会的な許容限度を大き

く逸脱したものと判断せざるを得ません。  
     貴殿の上記行為は、当社の就業規則４９条２項（５）に該

当する重大な非違行為であります。なお、これまで数度にわ

たって貴殿には、具体的な事実を摘示して弁明・改善の機会

を付与しましたが、客観的に明らかな非違行為自体を認めな

いなど、貴殿の対応は著しく不適切なものであったことを念

のため申し添えます。  
     以上より、当社は貴殿を、当社の就業規則４７条１項及び

４８条に基づき、平成２１年１０月２６日付で解雇いたしま

す。なお、労働基準法第２０条のに（ママ）基づく解雇予告

手当については、平成２１年１１月２６日に支給いたします。 
     以上のとおり通知いたします。 以上」  
    【甲７、甲７－２、甲２２ｐ１１～１２、乙２３ｐ９～１０、

乙３５ｐ１０～１１、】  
タ 懲戒解雇及びその手続きにかかる会社就業規則は以下のと

おりである。  
     （懲戒・訓戒）  

第４７条  懲戒は、従業員に職場秩序の維持を阻害する

行為のあった場合、その非違を戒め、協同体員である自

覚を促すことを目的として行う。反則が軽微であるか、

特に情状酌量の余地があるか又は改悛の情が顕著である

と認められるときは、懲戒を免じて訓戒にとめることが

ある。  
２（略）  
（懲戒の種類）  
第４８条  懲戒はその情状に応じ、次の区分により行う。 
（１）ないし（３）略  



 

 - 11 -

（４）懲戒解雇――予告期間を設けることなく、即時に解  
 雇する。この場合所轄労働基準監督署

長の認定を受けたときは、解雇予告手

当を支給しない。  
     （懲戒の事由）  

 第４９条  第１項は略  
２ 従業員が、次の各号に該当する場合は、懲戒解雇する。

但し、情状により通常の解雇、減給もしくは出勤停止と

する。  
 （１）ないし（４）略  

     （５）素行不良で著しく会社内の秩序や風紀を乱した場合  
     （６）及び（７）略  

 （懲戒の手続き）  
第５０条 従業員に懲戒を行う必要があると認める行為が 

あった場合、所属長は直ちに会社に報告するとともに、

調査の上参考物件を添付し次の書類を提出する。  
     （１）事実の調査表  

  （２）本人の弁明書、又はこれに準ずるもの  
  （３）証拠書類  
  （４）考課報告  
  （５）所属長の処分に関する意見書  

【乙１】  
チ 平成２１年１０月３０日の第２回団体交渉において、組合

は会社に対して、Ｘ３書記長の懲戒解雇の理由を明らかにす

るよう求めた。  
 【甲２１ｐ１３、①Ｘ３ｐ７２】  
ツ Ｘ３書記長は、千葉地方裁判所館山支部に、賃金の仮払い

及び地位保全にかかる仮処分の申立てを行い、平成２２年４

月２０日付けで、会社に対し、賃金の仮払いを命ずる決定が

なされた。  
 【甲１６】  

 （３）Ｘ１委員長に対する会社の対応  
ア 平成２１年１０月３日、Ｙ３総務課長は、Ｘ１委員長に対

し、社長名による同日付け書面を手渡した。同書面には、以

下の内容が記載されていた。  
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「当社では部課長は管理職であり、特に部長職は下記の職位

となっております。  
 

部長職とは  
① 会社運営の基本的方針に基づいて、部もしくはこれに相

当する包括的独立分野の運営を担当する職位。  
② 経営的・技術的スタッフとして、直接経営幹部を補佐し、

会社運営の基本的方針の策定に参画する職位。  
 

以上のように会社運営の基本的方針にのっとって業務を遂

行する立場です。従って貴殿が労働組合の執行委員長の立場

と相反するものと考えられますが、貴殿の意思を確認したい

のでご回答ください。」  
【甲６、甲２１ｐ７～８、乙２５ｐ５、①Ｘ１ｐ９】  

イ 平成２１年１０月６日、組合と会社との間で第１回団体交

渉が行われた。組合からは、Ｘ１委員長及びＸ３書記長、連

合千葉からＸ10、Ｘ８及びＸ７、会社からは、社長の代理人

として営業部長のＹ７   （以下「Ｙ７ 部長」という。）、

宿泊部長のＹ８  （以下「Ｙ８部長」という。）、及びＹ３

総務課長がそれぞれ出席した。組合は、①良好な労使関係の

早期実現に向けた職場の課題などを話し合う場としての「労

使協議会」の設置や、②労働基準法第３７条の定めにより、

未支給となっている時間外、休日及び深夜の割増賃金（遡及

清算含む）の支給などを要求したほか、Ｘ３書記長の自宅待

機の件についても取り上げた。  
また、この団体交渉の中で、Ｘ１委員長は、前記アの同月

３日付けの書面に対する回答として、自らの勤務実態に照ら

して、「自分は労働基準法上の『管理監督者』又は労働組合法

上の『使用者の利益を代表する者』には当たらない旨の考え

を表明し、連合千葉のＸ10 は、Ｘ１委員長は管理職にはあた

らない旨述べた。  
【甲２１ｐ８、乙２４ｐ６～７、乙２５ｐ５～６、①Ｘ１ｐ

２６～２７、第３回審問調書Ｙ７ 証言７７～７９頁（以下

「③Ｙ７ ｐ７７～７９」の例により略記する。）、第３回審

問調書Ｙ３証言１３４～１３６頁（以下「③Ｙ３ｐ１３４～
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１３６」の例により略記する。）】  
ウ 平成２１年１０月１３日、前記イで行われた第１回団体 

交渉で組合から要求した事項について、会社から「（第一回）

団体交渉要求に対する回答書」と題する社長名による書面が

組合に交付された。同書面には、労使協議会の設置について

は、良好な労使関係を築く上でも大切であり賛成する旨、ま

た労働基準法第３７条の「時間外、休日及び深夜割増料金」

の未支給分の支払い要求については、社会保険労務士及び労

働基準監督署等と相談していることなどが記載されていた。  
【甲１２】  

エ 平成２１年１０月２４日、Ｙ３総務課長は、Ｘ２委員長に

対し、同日付け総務部発の書面を手交した。同書面の中には、

「先般行われた団体交渉で職責は管理職ではなく監督職との

事であり、今後デスクは１１階パントリーに移動してくださ

い。（１１月１日よりレストラン職務をやってもらいたい。ベ

テラン社員として利益を上げる為の異動を考えています）こ

の件は追って書面にて通知します。」との記載があった。  
【甲８、甲２１ｐ１１～１２、乙２５ｐ７、①Ｘ１ｐ１０～

１１、③Ｙ３ｐ１３３～１３４】  
オ 平成２１年１０月３０日、第２回団体交渉が行われ、組合

からはＸ１委員長及びＸ２、連合千葉からＸ10 及びＸ８、会

社からはＹ７ 部長、Ｙ８部長及びＹ３総務課長がそれぞれ

出席した。交渉の中で組合は前記エの同月２４日付け書面に

よるＸ１委員長に対する業務指示について抗議を行った。こ

の結果、会社は、Ｘ１委員長のデスクを１１階パントリーへ

移動する旨の業務指示を撤回した。  
 【甲２１ｐ１３、乙２５ｐ７】  
カ 平成２１年１１月１日、会社の組織再編成が行われ、Ｘ１

委員長の所属する料飲部は料飲サービス課となった。それに

伴い、Ｘ１委員長の役職は料飲部長から監督職となった。  
【甲９、乙３、乙２４ｐ７、乙２５ｐ６、①Ｘ１ｐ１０、同

ｐ３０～３１、③Ｙ３ｐ１１０】  
キ 平成２２年１月から２月頃、給与体系見直しの一環として、

Ｙ１社長は全従業員と個別に面談を行い、基本給及び各種手

当の額を格付け、その結果を給与格付確認書という書面にし
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て従業員本人に確認のためサインをさせた。  
この面談の結果、会社はＸ１委員長を平成２２年１月１６

日付けで、監督職から支配人付衛生管理者へ異動させた。  
支配人付衛生管理者の業務は、主に「館内の巡視」であり、

館内を見回って危険個所等何か問題があれば、総務部に報告

するというものである。  
また、同時に、会社は、Ｘ１委員長を含む会社の全従業員

に対して給与の減額措置を行った。  
【甲２１ｐ１５～１６、甲３０、乙２３ｐ１２～１３、乙  
２４ｐ８～９、乙２５ｐ７～９、①Ｘ１ｐ１２～１４、同ｐ

３７～４１、③Ｙ１ｐ１１～１２、③Ｙ７ｐ１０５、③Ｙ３

ｐ１３６～１３８】  
なお、Ｘ１委員長が支配人付衛生管理者となったことによ

り、同人に対する平成２２年２月の給与の支給額は下表のと

おりとなり、前月と比較して５万８千円の減額となった。  
                      単位：円  
 

  
 
 
 
 
 
 

               （交通費を除く）  
【甲２１ｐ１５～１６、甲３１、甲３２】  

 （４）Ｘ２の配置転換及び降格  
ア 平成２１年１０月１５日頃、Ｘ２は、Ｙ２専務から、同月

１６日付けで、宿泊部フロント課長から料飲部宴会課長への

配置転換を命じられた。その際、Ｙ２専務から、本件配置転

換が、期間限定である旨の説明はされなかった。  
  これに対し、Ｘ２が、上司であるＹ８部長に、本件配置転

換が突然のものであり、業務引き継ぎ等に問題がある旨伝え

たところ、配置転換は同月２５日に延期された。  
 【甲２５ｐ２～３、乙２５ｐ１４、乙３５ｐ１１～１２、第

項目  22 年 1 月 同 2 月  
基本給（月給） 110,000 141,000 
基本給（日給） 46,000 
役付手当  60,000  
調整手当  145,000 50,000 
資格手当  20,000 
合計  315,000 257,000 
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２回審問調書Ｘ２証言２～５頁（以下「②Ｘ２ｐ２～５」の

例により略記する。）、③Ｙ３ｐ１２３～１２７、④Ｙ２ｐ  
７０、同ｐ９３～９４】  

イ 平成２１年１０月２５日、Ｘ２は、宿泊部フロント課長か

ら料飲部宴会課長へ配置転換となった。  
 【甲２５ｐ３、乙３５ｐ１２、②Ｘ２ｐ４、③Ｙ３ｐ１２５】 
ウ 平成２１年１０月３０日に開催された第２回団体交渉にお

いて、組合からＸ２の配置転換の理由について質問したとこ

ろ、会社は、「料飲部の仕事を身をもってすることで、フロン

トに戻った際に視野を広く持った仕事ができるようになって

ほしい」「料飲部への配属期間は６か月であり、その後はフロ

ントに戻す」などと回答した。  
【甲２１ｐ１３、甲２５ｐ３～４、乙２５ｐ１４、②Ｘ２ｐ

３～４】  
エ 平成２２年２月１５日、Ｙ１社長は、Ｘ２と個別に、給与

に関する面談を行い、その結果、Ｘ２は係長に降格となった。 
それに伴い、課長としての役付手当（月額２万円）から係

長としての役付手当（月額１万円）に変更され、調整手当の

給付も打ち切られた。  
その結果、同月２６日に支給されたＸ２の給与は、下表の

とおり前３か月と比べ８６，５００円下がった。  
 

                           単位：円  
項目  21 年 11 月 同年 12 月 22 年 1 月  同年 2 月  

基本給（月給）  90,000 133,380 90,000 134,000
基本給（日給）   34,500
役付手当  20,000 20,000 20,000 10,000
調整手当  155,000 111,620 155,000 
合計  265,000 265,000 265,000 178,500

（交通費を除く）  
なお、Ｙ１社長との面談に際し、Ｘ２は、給与格付確認書

にサインした。  
【甲２５ｐ４～６、甲３０、乙２３ｐ１４～１５、乙２５ｐ

１５～１６、②Ｘ２ｐ６～９、同ｐ１６～２４、③Ｙ３ｐ  
１１３～１１４】  
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オ 平成２２年３月１５日、Ｘ２は会社を一身上の都合により

退職した。  
【甲２５ｐ６、乙２５ｐ１６、乙３０、②Ｘ２ｐ９】  

（５）Ｘ４及びＸ５に対する契約更新手続  
ア 平成２１年１２月１０日、ホテル内のコーヒーマシーン給

水管が破損した。この時、施設を担当する業務課の職員は、

Ｘ４を含め誰も止水バルブの位置を把握していなかったため、

水が溢れ天井にまで被害が広がった。  
 【甲２６ｐ４、乙２５ｐ１２、乙３２、乙３３、②Ｘ４ｐ  

４８～４９、同ｐ６１～６２、同ｐ６７～７１、③Ｙ３ｐ  
１１１～１１２】  

イ 会社は、平成２１年１２月末までに、パートタイマー従業

員３８名の契約更新手続を順次行った。  
 【乙２５ｐ１１、③Ｙ３ｐ１１０、同ｐ１４２～１４３】  
ウ Ｘ５の契約更新手続は、平成２１年１２月２０日ごろ行わ

れ、会社から、時給を５０円減額、勤務時間を「午前９時か

ら午後５時まで」から「午前９時から午後３時まで」に変更

するとの条件が提示された。  
【甲２７ｐ４、③Ｙ３ｐ１１２～１１３、同ｐ１５８】  

エ Ｘ４の契約更新手続は、平成２１年１２月のクリスマス前

頃に行われた。  
  契約更新に際して、Ｘ４は、主任職を解かれ、それに伴い

役職手当（月額２，０００円）をカットされ、併せて時給を

８０円減額された。  
 【甲２６ｐ５、乙２５ｐ１１～１２、②Ｘ４ｐ５０～５１、

同ｐ６７～７１、③Ｙ３ｐ１１１～１１２、同ｐ１４５～  
１４６、同ｐ１５７～１５８】  

オ 会社は、契約期間満了までに、契約更新を希望する者全員

の手続を完了した。なお、平成２１年１２月下旬の時点にお

いて、契約更新手続が完了していなかった者は、Ｘ４及びＸ

５を含めて４名おり、また、契約更新手続にあたって時給を

減額された者は、Ｘ４及びＸ５を含め４名であった。  
 【乙２５ｐ１１、③Ｙ３ｐ１１０～１１１、同ｐ１４３～  

１４４】  
カ Ｘ５は、契約更新をせず、平成２１年１２月３１日付けで、
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会社を退職した。  
 【甲２７ｐ１、同ｐ４～５、乙２５ｐ１３】  

 （６）組合員に対する脱退勧奨等について  
   ア 平成２１年９月２５日、Ｙ７ 部長は、当時組合員であっ

たＸ11 及びＸ12 に対し、「最近組合ができたらしいけど・・・」

などと問いかけた。  
    【甲２１ｐ５～７、乙２４ｐ５、③Ｙ７ ｐ６４～６６】  
   イ 同月２５日、Ｙ７部長は、当時組合員であった女将のＸ13

に対し、組合ができたこと及びホテルの業績が悪化しており

大変な状況にある旨の話をした。  
    【甲２１ｐ６～７、乙２４ｐ５～６、③Ｙ７ ｐ６４～６６】 

ウ 平成２１年１２月４日、組合あてに、Ｘ14 以下１８名の

同日付け脱退届が内容証明郵便で送付された。  
  脱退届には、「私達は、ヒルズアソシェーション労働組合を

脱退致します。名簿からの削除を、お願い致します。なお記

載者は、既に口頭又は文章でお伝えした者と、新規脱退者が

おります。削除は、即日お願い致します。」と記載され、その

下に脱退者名簿として、Ｘ14 以下１８名の署名がなされて

いた（一部の者は押印もなされていた。）。  
  脱退届の下部には、Ｘ15  及びＸ16  の２名の記名、

押印がされていた。  
  郵送に使われた封筒は、会社名が印刷されたものであり、

発信者はＸ15  及びＸ16  の２名となっていた。  
 【甲２３、甲２８】  
エ 平成２１年１２月６日、Ｙ１社長は近くを通りかかったＸ

１委員長を呼びとめ、２人は近くのソファーに腰を下ろした。 
  Ｙ１社長はＸ１委員長に対し、組合が割増賃金の未払いに

ついて木更津労働基準監督署に是正指導を依頼した件で、ホ

テルに同署の査察が入ったことを告げた。  
  また、組合が、鴨川市長や、近隣の警察、消防、旅館組合、

商工会などに、「鴨川ヒルズリゾートホテル経営者の労働組合

に対する不当な組織介入攻撃の実態と協力要請」と題する文

書を配布したことについて、これはどういうことかとＸ１委

員長に問いただした。  
 【甲２１ｐ１３～１４、甲２２ｐ１４、乙２３ｐ１１～１２、
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①Ｘ１ｐ１１～１２、①Ｘ３ｐ１１３～１１５、③Ｙ１ｐ８

～１１】  
オ 平成２１年１２月７日、ホテル３階で、Ｙ１社長、Ｙ３総

務課長、Ｙ７ 部長及び会社顧問のＹ９の４名とＸ１委員長

とで、組合が配布した「鴨川ヒルズリゾートホテル経営者の

労働組合に対する不当な組織介入攻撃の実態と協力要請」に

ついて話し合った。  
  その中で、Ｙ１社長はＸ１委員長に対し、ビラ配布によっ

て受注が減りホテルの経営に打撃を与えている旨を告げ、今

後ホテルの経営に悪影響を及ぼすような営業妨害を行わない

よう求めた。  
 【甲２１ｐ１４～１５、乙２３ｐ１１～１２、乙２５ｐ１０

～１１、①Ｘ１ｐ１２、③Ｙ１ｐ５８～５９、③Ｙ３ｐ１２

７～１２９】  
カ 平成２１年１２月１８日、組合あてにＸ17  以下３名の

同日付け脱退届が内容証明郵便で送付された。  
  脱退届には、「下記脱退者は、次の団体を脱退致します。名

簿より削除をお願い致します。」とあり、その下に、「①脱退

団体名 連合千葉（ママ）ユニオンヒルズアソシエーション

労働組合、②脱退期日 平成２１年１２月１８日」との記載

があり、さらに③の脱退者名簿の欄に、Ｘ17  以下３名の

署名がなされていた。  
  脱退届の下部には、Ｘ17  の記名、押印がなされており、  

使われた封筒は、会社名が印刷されたもので、発信者はＸ17
となっていた。  

 【甲２４、甲２９】  
 
第４ 当委員会の判断 

 １ Ｙ５会長と会社の関係について  
   Ｙ５会長は、第３－２－（２）－キでみたとおり、会社におい

て従業員から会長と呼ばれているものの、会社組織上の正式な会

長ではなく、役員でも従業員でもないことが認められる。  
   しかし、Ｙ５会長は、平成２１年９月２７日に電話でＸ９総支

配人を通じてＸ３書記長に対し自宅待機を命じ（第３－２－（２）

－キ）、同年１０月２６日にはＸ３書記長に対して解雇を告げ（第
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３－２－（２）－セ）るなど、会社の人事運営等の重要事項に対

して、深く関与していたことが窺える。  
   そこで、個々の争点について検討するに先立ち、Ｙ５会長と会

社との関係について検討する。  
（１）会社経営全般にかかるＹ５会長の関与について  

  会社は、「Ｙ１社長が被申立人の役員でもないＹ５会長の指

示・命令に服従することはあり得ず、被申立人の実質的支配者

のように振舞っているということは全くない。」（会社第２主張

書面ｐ５）と主張し、Ｙ５会長の会社への関与については一応

否定している。  
しかしながら、その一方で、Ｙ１社長、Ｙ２専務及びＸ３書

記長は、Ｙ５会長と会社について、これと異なる陳述ないし証

言をしており、その主なものは以下のとおりである。  
 ・ 会社はＹ５会長のファミリー企業の１つである。（乙２３

ｐ１～２、③Ｙ１ｐ１２）  
  ・ ファミリー企業群のなかで、だれがどの会社の役員にな

るかは、会長が誰かと相談して決めた。（③Ｙ１ｐ１４）  
・ Ｙ１社長及びＹ２専務は、Ｙ５会長に任命され、ホテル

の経営にあたるよう指示があった。（③Ｙ１ｐ１４～１５） 
・ 運営上は、各部門の責任者に任せて、トータル的には会

長に相談してやっていた。（④Ｙ２ｐ９２）  
  ・ Ｘ９総支配人及びＸ３書記長の自宅待機はＹ５会長から

の指示だった。（④Ｙ２ｐ７５）  
・ Ｘ３の懲戒解雇は、最終的にはＹ５会長が決めた。（④Ｙ

２ｐ９２）  
・ 鴨川ヒルズの実権はＹ５会長が握っており、社長や専務

などの役員は全て、実質的にはＹ５会長が任命している。

（甲２２（Ｘ３陳述書）ｐ２）  
 （２）Ｙ５会長と、Ｘ９総支配人及びＸ３書記長に対する自宅待機

命令について  
    第３－２－（２）－キで認定したとおり、Ｙ５会長は、平成

２１年９月２７日、Ｘ９総支配人に対して、電話で自宅待機を

命じ、その際、Ｘ３書記長にも自宅待機を命じる旨、Ｘ９総支

配人からＸ３書記長に伝えさせたことが認められる。  
    Ｙ２専務も、Ｘ９総支配人及びＸ３書記長の自宅待機はＹ５
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会長からの指示だった旨証言している（④Ｙ２ｐ７５）。  
    その際、Ｙ５会長は、Ｘ９総支配人に対し、「労働組合ができ

たそうだが、何をやっているんだ。」「俺は労働組合は大嫌いな

んだ。」「俺が帰国するまで自宅で待機しておけ。」「Ｘ３氏にも

自宅待機するよう伝えておけ。」などと述べた旨組合は主張して

おり（申立人第１準備書面ｐ８）、一方で会社は、Ｙ５会長がＸ

９総支配人及びＸ３書記長に対し自宅待機しているよう告げた

こと自体は特に争わず、Ｙ５会長の具体的な発言内容について

は不知としている。  
 （３）平成２１年１０月２０日、Ｙ５会長宅での会談について  
    第３－２－（２）－スで認定したとおり、平成２１年１０月

２０日、東京都港区にあるＹ５会長の自宅において、Ｘ３書記

長、Ｘ１委員長、Ｘ９総支配人、Ｙ５会長及び会長秘書のＹ６

の計５名で会談を行った。  
    この会談において、組合は、Ｘ３書記長らが、Ｙ５会長に対

し、ホテルの抱える諸問題と組合結成の経緯等について説明し、

Ｙ５会長が、「状況はわかった。」「今後の人事は俺に任せろ。」

「Ｙ２専務はホテル出入り禁止だ。」などと発言した旨主張する

（申立人第１準備書面ｐ１０）。  
    また、この時Ｙ５会長は、「とにかく俺は労働組合が大嫌いな

んだ。すぐにやめろ。」「Ｙ２専務は今後、ホテル運営から外し

てホテル出入禁止にする。」「Ｙ７ についても処分を考える。」

「これからは俺が直接ホテルに出向き、この１か月以内に新た

な人事を考えて、会社を立て直す。」「Ｘ３君は、１か月間はそ

のまま勤務していなさい。」「Ｘ９君は、給料は払うからホテル

の現場から離れ、顧問という形で銀座の俺の所にいなさい。」な

どと発言した旨、Ｘ３書記長は陳述している。（甲２２ｐ１１） 
一方、会社は、上記５名による会談がなされた事実は認める

ものの、Ｙ５会長の発言内容については不知としている。  
 （４）Ｘ３書記長の懲戒解雇とＹ５会長について  
    組合は、Ｘ３書記長の懲戒解雇を決定したのは、組合を嫌う

Ｙ５会長であると主張する。その根拠として、平成２１年１０

月２６日に、Ｙ５会長がＸ３書記長に対して、「君が中心となっ

て組合をつくったのはまずかった。」「俺は組合が大嫌いなん

だ。」などと発言したうえで解雇を告げたこと、翌２７日にＹ３
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総務課長がＸ３書記長に対して、「会長から話は聞いていますよ

ね。Ｘ３さんは解雇ですよ。」と言って解雇を告げたこと、同月

３０日に行われた第２回団体交渉において、Ｙ３総務課長は

「（Ｘ３書記長の解雇は）Ｙ５会長からの指示による解雇であ

る」と回答したことをあげている。  
    これに対して、会社は、「Ｙ５会長は、被申立人の人事に関し

て意見を述べることはあっても、決定自体は被申立人の取締役

によってなされており、Ｘ３氏の解雇に関しても、被申立人の

取締役が決定したことであり、Ｙ５会長の指示で決定されたな

どという事実はない。」（会社第１主張書面ｐ６）など、組合の

主張を否定している。  
しかしその一方で、Ｙ２専務は、Ｘ３書記長の懲戒解雇は、

最終的にはＹ５会長が決めた（④Ｙ２ｐ９２）旨証言している。  
 （５）Ｙ５会長と会社との関係について  

会社は、Ｙ５会長が会社の経営全般に深く関与していたこと

については否定しているが、その役員であるＹ１社長及びＹ２

専務はすでにみたとおり自らそれに反する証言をしている。そ

して、これらの証言を覆すに足る反証は会社からだされていな

いから、会社の主張を全面的に信用することはできない。  
そうすると、Ｙ５会長は、自ら任命した役員にホテルの経営

を命じ、また、Ｘ３書記長に対し、自ら自宅待機を命じ、懲戒

解雇を決定するなど、会社の人事や経営等について深く関与し

ていたと認めるのが相当である。  
また、Ｙ５会長が「俺は組合が大嫌いなんだ。」など、組合に

対する嫌悪の意思を示す発言をしたことについても、会社は、

Ｙ５会長の発言内容については不知とするだけで、具体的な反

論をしていない。  
これらを総合的に判断すると、Ｙ５会長は、事実上、会社の

実質的な経営者として自ら人事権を行使するなど、会社におい

て大きな権限及び影響力を有していたこと、そして、組合に対

する嫌悪の情を抱いていたことは明らかである。  
    

 ２ 争点１（組合は、法第２条の規定に適合した組合であるか。）に

ついて  
 （１）当事者の主張  
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   ア 組合の主張の要旨  
   （ア）会社は、設立以来、ホテルの従業員らに対し、時間外、

休日及び深夜労働の賃金を一切支払ってこなかった。  
また、Ｙ１社長やＹ２専務が、気に入らない従業員をい

とも簡単に解雇するといった事態も頻繁に起こっていた。  
      Ｘ１委員長とＸ３書記長は、このような状況に疑問を抱

き、かかる状況を打開し労使関係の正常化等を実現しよう

と考え、組合結成を決意したのである。  
   （イ）会社においては、毎週土曜日になるとＹ２専務がホテル

に出勤し、Ｙ２専務を中心としていわゆる「定例会議」が

行われていたが、この定例会議における報告等により、Ｙ

２専務は、ホテル全体の状況や出来事等を詳細に把握して

いた。  
      人事労務を含めたホテルの経営に関する事項の判断は、

Ｙ２専務の広範な裁量に委ねられており、Ｙ２専務が最終

的な決裁権限を有していた。  
      なお、この定例会議の他に、会社が主張するような「部

長職にある者と総支配人が出席する現場ホテルの最高会議

体である部長会議」なるものは存在しない。  
   （ウ）Ｘ１委員長の実際の職務内容は、レストランや宴会場の

作業分配及びセッティング、並びに従業員の接客等に関す

る指導等も含まれていたものの、主にはレストランでの食

器等の片付けや、人手の足りない作業を手伝うなどの実作

業を行っていたものであり、また、勤務時間などは、タイ

ムカードで管理されていた。  
      また、Ｘ１委員長の所属はあくまで「料飲部」であり、

人事・労務に関する職務は担当しておらず、従業員の雇入・

解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を一切有していな

いことはもちろん、使用者の労働関係についての計画と方

針とに関する機密の事項に接することもなかった。  
      そして、Ｘ１委員長は平成２２年２月１日以降は、「監督

職」から「支配人付衛生管理者」に職務が変更され、役付

手当の支給も打ち切られ、上記のようなレストランや宴会

場の作業分配及びセッティング、従業員の接客に関する指

導等の職務も行っておらず、館内の巡視などが主な職務と
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なっている。  
   （エ）以上により、Ｘ１委員長は法第２条但書第１号の「監督

的地位にある労働者」には当たらず、組合は法適合組合で

あることは明らかである。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）組合は、法第２条但書第１号の「監督的地位にある労働

者」、「使用者の利益を代表する者」にあたるＸ３書記長及

びＸ１委員長によって結成された組合である。  
   （イ）解雇され従業員たる地位を喪失し、解雇前は従業員中ナ

ンバー２の部長職にあったＸ３書記長が組合の書記長とな

っている点、そして、Ｘ３書記長とＸ１委員長の２人だけ

で他の従業員と相談することもなく結成準備を進めてきた

結成経緯から、組合はＸ３書記長の自己保身の為に結成さ

れたものというべきである。  
   （ウ） 従業員の採用、人事考課及び正社員への登用は、実態と

して部長職が決定し、総支配人の決裁をもって最終決定し

ていた。  
また、従業員の解雇及び異動は、当該従業員の所属する

部署の部長職にある者が決定して提案を行い、総支配人を

中心とした部長会議で決定されるのが基本的な流れであっ

た。  
現場で決定された人事労務関連事項は、毎週土曜日にホ

テルに来るＹ２専務、総支配人及び部長職にある者が集ま

る定例会議において、総支配人がＹ２専務に口頭で報告す

ることはあったが、Ｙ２専務は、他のグループ会社の業務

を行う必要があったため、主として東京の事務所に駐在し

ており、週に１度ホテルに来るだけであったため、ホテル

に関しては自ら把握しておらず、指揮を執っている総支配

人及び部長職にある者の判断に拠らざるを得ない状況であ

った。そのため、Ｙ２専務は総支配人及び部長職にある者

によって決定された人事労務事項をそのまま尊重するほか

ないという状態であり、総支配人らの報告に対しても基本

的に全て追認するという流れになっていたのが実情であっ

た。  
このように、総支配人及び部長に人事労務関係事項をは
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じめとして多くの権限が委ねられていたという事情が当時

あったため、Ｘ９総支配人及び施設部長であったＸ３書記

長がかかる状況を利用して、従業員に対するパワーハラス

メントやセクシャルハラスメント、気に入らない従業員を

解雇するなど、ホテルを事実上私物化するような行動をと

るようになったのである。  
（エ）Ｘ１委員長は、平成２１年１１月１日、組織再編成が行  

われるまでは料飲部の部長という地位にあり、組織再編成

後も料飲サービス課の監督職という地位にあり、いずれも

料飲部門のトップの地位にあった。  
部長は、当時、約９０名の従業員中、支配人に次ぐナン

バー2 の地位にあって、多数の部下に対し指揮命令、管理

を行う監督的地位にあり、まさに経営者側としての地位及

び権限を有していた。これは、組織再編成後も同様であり、

名称こそ変わったものの、監督職としてのＸ１委員長も部

長職にあったころと同様、業務や人事などの経営に関する

事項を協議、決定する立場にあった。  
また、Ｘ１委員長は、料飲部の従業員のシフトを決定し

ていたうえ、タイムカードを打刻するものの、部長に関し

ては単なる労働時間把握のために打刻するものにすぎず、

特に遅刻早退等があっても給与が減額されることはなかっ

た。職務内容も組合の主張するような実作業も行っていた

が、主たる職務としては、レストランや宴会場の作業分配

及びセッティング並びに従業員の接客等に関する指導等の

管理監督業務であった。  
      このように、Ｘ１委員長は、人事に関する事項について

直接の権限を有していたのであり、料飲部門において労働

者を指揮、管理する監督的地位にある使用者側の責任を有

する者であった。  
（オ）以上のことから、Ｘ１委員長は「雇入解雇昇進又は異動  

に関し直接の権限を持つ監督的地位にある労働者（法第２

条但書第１号）にあたり、また「使用者の利益を代表する

者」（同号）に当たることは明らかであるから、組合はＸ１

委員長の参加を許している点で、法第２条における労働組

合には当たらないから、法第５条により本手続きに参与す
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る資格を有せず救済を受ける資格がない。  
      よって、本申立ては労働委員会規則第３３条第１項第２

号に基づき却下されるべきである。  
 （２）当委員会の判断  
   ア 組合について  

組合は、平成２１年９月２３日に結成され、執行委員長に

Ｘ１委員長、書記長にＸ３書記長がそれぞれ就任したこと、

結成時の会社における役職は、Ｘ１委員長が料飲部長、Ｘ３

書記長が施設部の課長職であったこと、Ｘ３書記長は、同年

１０月２６日付けで会社を懲戒解雇されたこと、Ｘ１委員長

は、同年１１月１日付けで監督職へ、その後、平成２２年１

月１６日付けで支配人付衛生管理者へ職名が変更されたこと

がそれぞれ認められる。  
（第３－２－（１）－ア、第３－２－（２）－ウ、同－セ及

びソ、第３－２－（３）－カ、同－キ）  
   イ Ｘ１委員長は法第２条但書第１号に該当するか。  

会社は、Ｘ１委員長は、平成２１年１１月１日の組織再編

成までは料飲部の部長、また、平成２２年１月１６日付けで

支配人付衛生管理者になるまでは、料飲サービス課の監督職

という地位にあり、いずれも料飲部門のトップの地位にあっ

たことから、「雇入解雇昇進又は異動に関し直接の権限を持つ

監督的地位にある労働者」（法第２条但書第１号）にあたり、

また「使用者の利益を代表する者」（同条同号）に当たること

は明らかであるから、Ｘ１委員長の参加を許している点で、

組合は法における労働組合にはあたらない旨主張するので以

下この点につき検討する。  
   （ア）法第２条但書第１号の解釈について  
      法第２条では、同条但書第１号に規定する下記①から④

に該当する者の参加を許すものは、法にいう労働組合には

当たらない旨規定している。  
     ① 役員  
     ② 雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督

的地位にある労働者  
     ③ 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機

密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任と
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が当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に

てい触する監督的地位にある労働者  
     ④ その他使用者の利益を代表する者  

なお、特定の役職が、上記に該当するかどうかの判断に

あたっては、その役職の形式的な名称にかかわらず、実質

的な権限ないし職務をその企業における実情に即して判断

し決定するものである。  
   （イ）料飲部長及び監督職の職務内容について  
      会社は、組織上、部長職が総支配人に次ぐナンバー２の

地位にあると主張するが、役職ごとの職務権限等を定めた

規定は存在しない。（④Ｙ２ｐ８１～８２）  
      Ｘ１委員長の職務の内容は、レストランでの食器等の片

付けや、人手の足りない作業を手伝うなどの実作業のほか、

レストランや宴会の作業分配及びセッティング並びに従業

員の接客等に関する指導等であったこと及び平成２１年  
１１月１日に監督職に変更になった後も職務内容や待遇に

特段の変更がなかったことについては争いはない。  
      会社は、レストランや宴会の作業分配及びセッティング

並びに従業員の接客等に関する指導等が管理監督業務にあ

たると主張するが、これらの業務の詳細な内容や、それら

が具体的にどのように法第２条但書第１号に該当するの

か、会社からの疎明はなされていない。  
   （ウ）Ｘ１委員長の人事労務に関する職務への関与について  
      会社は、従業員の採用、人事考課及び正社員への登用は、

実態として部長職が決定し、総支配人の決裁をもって最終

決定していたこと、また、従業員の解雇及び異動は、当該

従業員の所属する部署の部長職にある者が決定して提案を

行い、総支配人を中心とした部長会議で決定されるのが基

本的な流れであった旨主張している。  
      一方、組合は、人事労務を含めたホテルの経営に関する

事項の最終決裁権限を有していたのはＹ２専務であったこ

と、また、Ｘ１委員長の所属は「料飲部」であり、人事労

務に関する職務は担当していなかった旨主張している。そ

こで、Ｘ１委員長が人事労務に関する職務にどの程度関与

していたのか判断する必要がある。  
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      まず、従業員の採用、人事考課及び正社員への登用につ

いてみると、Ｘ１委員長が料飲部長ないしは監督職在任中

に、具体的にどのように、またどの程度関与していたのか、

会社からの疎明はない。会社から出された「新規採用の件」

（乙４、乙５）と題する書面は、決裁欄として、総支配人、

副総支配人、総務部長、担当の枠があるだけで、料飲部長

（ないしは監督職）の枠は設けられていない。そして、担

当欄にはいずれもＹ３総務課長の印鑑が押印されているの

みであり、Ｘ１委員長の押印はない。したがって、これら

の書面からは、Ｘ１委員長が新規採用に関与していた事実

を窺うことはできない。  
      次に、従業員の解雇及び異動についてみると、会社が主

張するところの「部長会議」について、会社はその具体的

な構成メンバー、開催時期、議題、議決の方法等を何ら明

らかにしていない。また、Ｙ３総務課長は、部長会議の議

事録はない旨証言している。（③Ｙ３ｐ１１７）。この会議

にＸ１委員長も構成メンバーの一員であったか、構成メン

バーであった場合のＸ１委員長の位置付けや役割等につい

ても、会社からの疎明はない。  
      また、会社は、Ｘ９総支配人及びＸ３書記長については、

ホテルを私物化し、気に入らない従業員を勝手に解雇した

などの主張をしているが、Ｘ１委員長については従業員を

勝手に解雇あるいは異動したことについて具体的な主張を

していない。  
      そうすると、Ｘ１委員長が、料飲部長ないし監督職在任

中、人事労務に関する職務に関与していたという具体的な

疎明がなされているとは言い難いから、同人が雇入解雇昇

進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労

働者であったとまでいうことはできない。  
   ウ 組合の法第２条適合性について  

以上のとおり、Ｘ１委員長はその職務内容及び人事労務に

関する職務への関与のいずれにおいても、法第２条但書第１

号に該当していたと判断することはできない。  
したがって、組合は、Ｘ１委員長の参加を許している点で

法第２条における労働組合には当たらないとの会社の主張は
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失当であり、採用することはできない。  
 

３ 争点２（１）（会社が、Ｘ１委員長を、平成２１年１１月１日、

料飲部長から監督職へ、平成２２年１月１６日、監督職から支配

人付衛生管理者へそれぞれ変更したことは、法第７条第１号の不

利益取扱いにあたるか。）について  
（１）当事者の主張  
  ア 組合の主張の要旨  

   （ア）会社は、Ｘ１委員長らがＹ１社長に組合結成通知書を手

渡してからわずか１か月余りの間に、Ｘ１委員長を料飲部

長から監督職へ降格した。その理由として、第１回団体交

渉において組合側が示した意向に沿ったものだと主張して

いるが、会社の主張は極めて不自然不合理であり、業務上

の必要性も皆無であった。  
      これは、組合側発言の言葉尻を捉えて、会社組織上新た

な役職を創設してまで行うという、極めて悪質な嫌がらせ

であり、組合弾圧の一環として他の従業員に対する見せし

めとしてなされたものである。  
      このような嫌がらせが、精神的待遇についての不利益な

取扱いにあたることは明らかである。  
   （イ）会社は、Ｘ１委員長を支配人付衛生管理者へ降格したの

は、本人の希望に基づくものであると主張するが、Ｘ１委

員長が役付手当は不要であり、残業手当が欲しいなどと希

望を出した事実は存在しない。監督職と組合の執行委員長

の職とは両立し得ないかのように欺罔されたうえで二者択

一を強行に迫られたものである。  
   （ウ）支配人付衛生管理者への降格に伴い、Ｘ１委員長がそれ

まで受給していた役付手当がなくなり、時期を同じくして、

Ｘ１委員長を含む会社の全従業員に対して給与の減額措置

がなされた。組合員以外の者で役付手当の支給が受けられ

なくなった者はおらず、結果的に、Ｘ１委員長の給与の減

額割合は、他の従業員と比べて大幅に高いものとなった。  
      また、支配人付衛生管理者の職務内容からして、Ｘ１委

員長は実質的に仕事を奪われたに等しく、精神的待遇に関

して極めて不利益な差別的取扱いを受けたことは明らかで
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ある。  
   （エ）よって、Ｘ１委員長の降格処分は、Ｘ１委員長が組合員

であることを理由になされたもので、法第７条第１号の不

利益取扱いに該当することは明白である。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）Ｘ１委員長の監督職への変更は、組合との第１回団体交

渉において、連合千葉の組合員が、Ｘ１委員長は部長では

なく「監督職」であるなどと発言したため、会社は、組織

再編成の際、その意向に沿って名称を変更したにすぎない

ものである。  
      また、単に「監督職」という名称への変更にすぎず、待

遇に何ら変更は加えられておらず、したがって、何ら不利

益は生じていない。  
（イ）支配人付衛生管理者への変更は、Ｘ１委員長自身が、役

付手当ではなく残業手当の支給を受けることを希望し、役

職も必要ないと申し出たため、本人の希望に基づいたもの

である。  
   （ウ）支配人付衛生管理者となったＸ１委員長の給与は、役付

手当がなくなった代わりに、残業代が支給されることにな

っていたところ、Ｘ１委員長の想定したほど残業時間が発

生しなかった。そこで、Ｘ１委員長は、会社に対し、固定

で手当を支給してほしいと申し出たため、調整手当として

月５万円の支給を受けており、減額幅は１万円にすぎない。

そして他の正社員全員に対しても一律２０％の給与の減額

措置がなされているのであるから、Ｘ１委員長の給与の減

額割合が他の従業員のそれと比較して大幅に高くなること

などあり得ない。  
 （２）当委員会の判断  
   ア 平成２２年１１月１日付け監督職への変更について  
   （ア）事実経過について  
      平成２１年１０月３日、会社は、Ｘ１委員長に対し、部

長職と組合執行委員長の立場は相反すると考えている旨の

書面を手交したこと、同月６日、第１回団体交渉において、

Ｘ１委員長は自らを法でいう『使用者の利益を代表する者』

には当たらない旨表明したこと、同月２４日、Ｙ３総務課
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長からＸ１委員長に、デスクを１１階のパントリーに移動

するよう文書により業務指示がだされたこと、同月３０日、

第２回団体交渉において、組合が同月２４日付けの業務指

示に対する抗議を行い、会社がＸ１委員長のデスクの移動

にかかる業務指示を撤回したこと、同年１１月１日、会社

の組織再編成が行われ、Ｘ１委員長が料飲サービス課の監

督職となったことが認められる。（第３－２－（３）－ア及

びイ、同－エないしカ）  
   （イ）監督職への変更の理由について  
      会社は、Ｘ１委員長を監督職に変更したのは、平成２１

年１０月６日の第１回団体交渉において、Ｘ１委員長は「部

長」ではなく「監督職」であるとの発言が組合からあった

からであり、同年１１月１日の組織再編成に際し、組合の

意向に沿って変更したのだと主張する。  
      しかし、会社において組織を再編し、それに伴いどのよ

うな職制を設置するか、そしてどのような権限を与えるか

は、会社が、経営戦略の一環として、業務運営上の必要性

を検討し、自ら決定すること、すなわち会社の専権事項で

ある。にもかかわらず、Ｘ１委員長の監督職への変更は、

専ら組合の意向に基づいて行ったことにすぎないとの会社

の説明は、にわかには納得しがたいものである。  
      しかも、監督職への変更は、単なる役職名の変更であり、

その職務内容、待遇は料飲部長のそれと何ら変わりがない

のであるから、Ｘ１委員長をあえて監督職に変更したこと

に業務上の必要性は窺えない。Ｙ７ 部長が、「監督職って

のはどういうことなんだろうなという疑問はありました。」

（③Ｙ７ ｐ９９）と証言していることから、会社におい

ても監督職について十分な検討はなされていなかったこと

が窺える。  
      さらに、もともと監督職という職名は会社には存在せず、

Ｘ１委員長のためにわざわざ作ったポストである（③Ｙ３

ｐ１５４）。  
      そうすると、会社がＸ１委員長を監督職に変更したこと

に合理的な理由を見いだすことはできない。  
   （ウ）監督職への変更に至るまでの組合と会社のやりとり  
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      そこで、監督職への変更に至るまでの組合と会社とのや

りとりをみる。  
      第４－７－（２）－ウで述べるように、平成２１年９月

２４日に、Ｘ１委員長からＹ１社長に対し、組合結成通知

書をＹ１社長に手交した際、Ｙ１社長は「なんで組合なん

かつくるんだ。」「組合なんかつくる必要ないだろう。」など

と発言したことが認められ、また、第３－２－（３）－ア

で認定したとおり、同年１０月３日付けの社長名によるＸ

１委員長あての書面から、会社は、部長職と組合の執行委

員長の立場とは相反すると考えていたこと、また、同月６

日の第１回団体交渉での組合側の発言を受け、会社は、「組

合の設立者がやはり部長職ではぐあいが悪いだろうなとい

うような考え方で言ってこられたんじゃないかなというよ

うな、そういうような認識」（③Ｙ３ｐ１３５）をもってい

たことが窺える。  
      さらに、同月２４日には、会社は、先の団体交渉で、組

合側がＸ１委員長は監督職だと発言したとして、それを理

由に、Ｘ１委員長に対し、デスクを１１階パントリーに移

動するよう書面で業務指示を行ったが、同月３０日の第２

回団体交渉において、組合からの抗議を受け、撤回してい

る。１１階パントリーは、２畳から３畳ぐらいの広さのと

ころに、コーヒーカップの洗い場として使われていた小さ

い流しがあり、テーブルクロスや飲み物の倉庫としても使

われていた（③Ｙ３ｐ１３４）のであり、一般的に、デス

クを置くにふさわしい場所とは考えにくいうえ、組合から

の抗議を受けてデスクの移動を撤回していることに鑑みる

と、会社のこの業務指示が真に必要性があったものか疑わ

しい。  
      そして、同年１１月１日付けで、Ｘ１委員長は監督職へ

変更されるに至っている。  
   （エ）小括  
      以上、（ア）ないし（ウ）から総合的に考えると、会社は、

料飲部長が法第２条但書第１号に該当するとの独自の見解

に固執し、Ｘ１委員長に対して組合をやめ部長職にとどま

るか否かの決断を暗に迫り、Ｘ１委員長が組合を辞める意
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思がないとみると、第１回団体交渉における組合側発言の

言葉尻をつかんで監督職なる新たな職名までつくりだし、

Ｘ１委員長に対して、あえて業務上の必要性が窺えない職

名変更を行ったというのである。  
したがって、Ｘ１執行委員長の職名を監督職へ変更した

ことは、Ｘ１委員長自身に対しては、合理的な説明のでき

ない役職変更を強いることにより精神的苦痛を与え、他の

従業員には、組合に加入していると不合理な役職変更など

の不利益を被るといった意識を植え付けることにより、組

合活動を委縮させ、もって組合の弱体化を図る目的のもと

行われた行為であるということができる。  
イ 平成２２年１月１６日付け支配人付衛生管理者への変更に

ついて  
（ア）事実経過について      

      平成２２年１月から２月にかけて、Ｙ１社長が全従業員

に対して給与に関する面談を行ったこと、この面談の結果、

Ｘ１委員長の役職は、支配人付衛生管理者に変更されたこ

と、それに伴い同年２月のＸ１委員長の給与は、対前月比

５万８千円の減額となったことが認められる。（第３－２－

（３）－キ）  
   （イ）変更理由の合理性について  
      会社は、Ｘ１委員長自身が役付手当ではなく残業手当の

支給を受けることを希望し、役職も必要ないと申し出たた

め、本人の希望に基づき支配人付衛生管理者へ変更したも

のであると主張する。  
      一般に、従業員をどういった役職にあてるかは、企業の

人事権に属する事項であって、特段の事情がない限り、本

人の希望を参考にしつつも、適材適所の観点から、最終的

には企業がその責任において決定することである。  
会社は、Ｘ１委員長自ら役職不要であると申し出た旨主

張するが、役職不要である旨自ら申し出ることは、能力、

適性、その他個人的な問題など特段の事情がない限り、社

会通念上不自然であると考えられる。Ｘ１委員長がこのよ

うな事情を会社に対して申し立てたとの疎明はない。  
また、会社からＸ１委員長の申し出の真意を確かめ、業
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務上の必要性を検討したとの疎明もないから、会社自らの

責任で決定したものとも言い難い。  
      Ｙ３総務課長は、Ｘ１委員長本人が、書面で同意した旨

陳述しているが、会社から書証として提出されていないの

であるから、Ｘ１委員長の希望に基づく変更であったとは

断言できない。  
   （ウ）職務内容について  
      支配人付衛生管理者の職務は、第３－２－（３）－キで

認定したとおり、主に「館内の巡視」であり、館内を見回

って危険個所等何か問題があれば、総務部に報告するもの

であることが認められる。  
      Ｘ１委員長は、その職務内容について、「大体週に２日ぐ

らいあればできてしまうような、料飲部の部長をやってい

たときに兼務でやっていた仕事なので」（①Ｘ１ｐ１２）、

「仕事を取り上げられてしまったような状況です。」（甲  
２１ｐ１６）と証言ないし陳述している。  

      そして、会社は、Ｘ１委員長が料飲部長ないし料飲サー

ビス課監督職として、その職務遂行能力や適格性等に欠け

るとの疎明をしていないことも併せて考えると、支配人付

衛生管理者の職務内容からみて、Ｘ１委員長を支配人付衛

生管理者へ変更したことに、合理的理由があるということ

はできない。  
   （エ）会社の不当労働行為意思について  
      以上のとおり、会社の主張によれば、会社はＸ１委員長

からの申し出を、会社として何の検討もないまま受け入れ、

Ｘ１委員長を役職から外し、事実上降格しているが、これ

は、一般的な企業行動からみて、きわめて不合理なものと

いわざるを得ない。  
また、会社がＸ１委員長を支配人付衛生管理者に変更し

たことに合理的な理由がないことから、会社の主張は不自

然であり、これを採用することは困難であるといわざるを

得ない。  
そこで、Ｙ１社長及びＹ５会長の言動をみると、後記第

４－７－（２）－ウで述べるとおり、Ｙ１社長は、組合結

成時に「組合なんかつくる必要ないだろう。」と発言してい
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ること、また、第４－１でみたとおり、会社に対して実質

的な影響力を持つＹ５会長は、組合嫌悪の意思を示す発言

をしていることが認められる。  
さらに、前記アでみたとおり、会社がＸ１委員長を監督

職に変更したのは、組合弱体化を企図したものと認められ

る。  
そうすると、Ｙ１社長が平成２２年１月から２月にかけ、

個々の従業員と行った給与に関する面談において、Ｙ１社

長とＸ１委員長との間には、「社長が、・・・、君は執行委

員長という立場でやっているけれども、うちの会社は、要

するに、就業規則の中で課長以上は管理職なので、君は課

長以下にならなければいけないという、以下というか、係

長まで落ちなければ、組合は続けられないよという意味の

ことを言われました。」「そう言われたので、私は組合はや

めることはできませんと言ったら、じゃあ、しょうがない

ねと言われて、・・・」（①Ｘ１ｐ３９）といったやり取り

があったと考えざるを得ないものである。  
      すなわち、Ｘ１委員長の支配人付衛生管理者への変更は、

組合が主張するように、料飲サービス課監督職と組合の執

行委員長とは、両立し得ないと会社から言われ、二者択一

を迫られた結果であると認めるのが妥当である。  
   （オ）給与における不利益について  
      会社は、Ｘ１委員長が支配人付衛生管理者になったこと

により、役付手当（月額６万円）がなくなり、その代わり

に、調整手当（月額５万円）の支給を受けているから差引

１万円の減額にすぎず、他の正社員にも一律２０％の給与

の減額措置がなされているから、Ｘ１委員長の給与の減額

割合が他の従業員のそれと比べて大幅に高くなることなど

あり得ないと主張する。  
      そこで、Ｘ１委員長の平成２２年１月及び２月分の給与

明細を比較すると、第３－２－（３）－キで認定したとお

り、２月分では役付手当が削除され、調整手当５万円が支

給されていることが認められるが、１月分では、調整手当

１４万５千円が支給されており、そうすると２月分の調整

手当は前月と比べて９万５千円減額されていることにな
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り、会社の主張とは一致していない。  
      総支給額で比較すると、１月分は３１万５千円、２月分

は２５万７千円で、差引５万８千円の減額となっている。  
      また、Ｘ１委員長の給与の減額割合が他の従業員のそれ

と比較して大幅に高くなることはあり得ないと会社は主張

するが、他の従業員の平成２２年１月分及び２月分の給与

支給額についてのデータが示されていないこと及び一律  
２０％の給与減額措置の具体的内容について会社は明らか

にしていないことから、会社は十分な疎明を行ったとは言

い難い。  
   （カ）小括  
      以上（ア）ないし（オ）でみたとおり、Ｘ１委員長の支

配人付衛生管理者への変更は、その職務内容からみて、合

理的に説明することはできない。  
      むしろ、Ｘ１委員長が組合の執行委員長であることを理

由とした不利益取扱いであり、Ｘ１委員長を事実上の降格

とすることで、他の組合員を委縮させ、組合の弱体化を企

図したものと認めるのが相当である。  
   ウ 不当労働行為の成否  

以上のとおり、Ｘ１委員長を平成２１年１１月１日付けで

監督職に変更したこと及び平成２２年１月１６日付けで支配

人付衛生管理者へ変更したことは、いずれも法第７条第１号

及び同条第３号の不当労働行為であると判断する。  
       

４ 争点２（２）（平成２１年１２月に、Ｘ４及びＸ５に対して行っ

た労働契約更新の手続は法第７条第１号の不利益取扱いにあたる

か。）について  
（１）当事者の主張  
  ア 組合の主張の要旨  

   （ア）Ｘ４及びＸ５は、平成２１年１２月に会社との労働契約

更新を控えていたが、非組合員である他の従業員について

は、同月初旬にはほぼ全員の契約更新手続が完了していた

にも拘わらず、組合員であるＸ４及びＸ５に対しては、年

末近くまで契約更新手続がなされなかった。  
   （イ）それだけでなく、会社はＸ４の契約更新にあたり、「Ｘ３
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氏の後任が務まらない」との理由で、時給を８０円減額し、

施設部の「主任」という役職も外してしまった。  
      会社は、平成２１年１２月１０日の漏水事故及び勤務時

間中の飲酒等をその理由としているが、漏水事故の原因は

複合的なものであるのに、会社がＸ４だけの責任を問うて

いたのは、Ｘ４が組合員であったからに他ならない。しか

も、会社はＸ４に対して、Ｘ３書記長からの業務の引継ぎ

も行わせていなかった。  
      また、契約更新手続の際、会社から飲酒等に関する説明

は一切なかった。  
      なお、Ｘ４は、勤続６年のパートタイマー従業員であっ

たが、それまでは時給の増額はあっても減額は一度もなか

った。  
   （ウ）会社は、Ｘ５に対しても、理由は明らかにしていないが、

時給を５０円減額し、さらに、業務内容もリネン及びパブ

リックの清掃業務から、勤務時間の少ない客室清掃に変更

してしまった。  
      Ｘ５は勤続２年のパートタイマー従業員であったが、そ

れまで時給の増額はあっても減額は一度もなかった。  
   （エ）このように、Ｘ４及びＸ５の契約更新手続のみが遅れた

ことや、時給の減額、降格及び業務内容の変更については

何ら正当な理由は存在しない。  
      また、時給の減額などは、Ｘ４及びＸ５が組合に加入後

１回目の査定で突然なされたことや、同人らに対しては、

会社から執拗に組合からの脱退勧奨が行われていたことな

どに照らせば、同人らに対する契約更新手続の遅れや、時

給の減額、降格及び業務内容の変更は、同人らが組合員で

あることを理由になされたもので、法第７条第１号が規定

する不利益取扱いに該当することは明らかである。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）会社は、平成２１年１２月末日までに、従業員との契約

更新手続を全部で約４０人ほど行い、面談等を順次行った

が、従業員によっては休日等により面談予定の都合がつか

ないなど、双方スケジュールが合わないことがあって、面

談、契約更新完了日が異なったにすぎず、また、Ｘ４及び
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Ｘ５についてのみ特に契約更新手続が遅くなったわけでは

ない。現に平成２１年１２月下旬時点で契約更新手続がさ

れていない従業員はＸ４及びＸ５を含め４名おり、Ｘ４及

びＸ５以外にも契約更新手続が結果的に他の従業員より遅

くなった者が存在する。  
      なお、会社は期間満了前には、契約更新を希望する者全

員について契約更新手続を完了させており、手続に何らの

問題もない。  
   （イ）会社は、誰が組合員であるかを把握していない。すなわ

ち、Ｘ４及びＸ５が組合員であるか否かすら把握していな

かったのであるから、組合の主張はその前提を欠いている。 
   （ウ）契約更新手続にあたって給与を減額したのは、Ｘ４及び

Ｘ５を含めて全部で４名おり、Ｘ４及びＸ５のみが給与を

減額されたのではない。  
   （エ）平成２１年１２月１０日にホテルのコーヒーマシーン給

水管が破損した際に、Ｘ４が給水バルブの位置を把握して

いなかったために水が溢れ天井にまで被害が広がってしま

ったことがあり、施設を扱う業務課の従業員である以上当

然熟知していて然るべき事項すら熟知していなかったこと

が判明した。  
      それに加え、Ｘ４は以前から頻繁に朝の出勤時に酒の匂

いがしたり、勤務時間中に飲酒していた疑いがあるなど、

日常の勤務態度にも問題があったため、主任職としての適

格性が存しないと判断した。  
      そこで、契約更新に当たり、主任職を解き、奮起を促す

趣旨とともに、同一労働同一賃金の観点から他の施設部の

従業員と賃金を同一にすべく、時給を８０円の減額とした

ものである。  
   （オ）Ｘ５については、ホテルにおいて客室清掃係が手薄にな

っていたため、ランドリーとパブリックの清掃係を客室清

掃係に統合し、交代制でこれらの清掃業務を行うことに変

更した。そして、Ｘ５は、客室清掃係の他の従業員と比べ

て時給が高かったことから、同一労働同一賃金の観点から

客室清掃係のスタッフとの均衡を図るため、同一の賃金に

したにすぎない。  
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   （カ）組合は、Ｘ４及びＸ５が今まで一度も賃金が減額されて

いないと主張するが、これはまさに、Ｘ４及びＸ５がＸ９

総支配人やＸ３書記長の気に入った社員であったため、給

料を高くするなど優遇していたにすぎない。  
      会社は、契約更新に当たって、Ｘ９総支配人及びＸ３書

記長の私物化によって生じた従業員間の不平等を是正し、

同一労働同一賃金の原則に従い、平等に取り扱おうとして

いるにすぎない。  
 （２）当委員会の判断  
   ア 事実経過  

会社は、平成２１年１２月末までに、パートタイマー従業

員３８名の契約更新手続を順次行ったこと、Ｘ５の契約更新

手続は同月２０日前後、Ｘ４の契約更新手続はクリスマス前

頃それぞれ行われたこと、契約更新手続に際し、Ｘ５はラン

ドリーとパブリックの清掃係から客室清掃係に変更され、時

給を５０円減額、勤務時間を「午前９時から午後５時」から

「午前９時から午後３時」に変更されたこと、Ｘ４は主任職

を解かれ時給を８０円減額されたこと、同月下旬の時点で契

約更新手続を完了していなかった者はＸ４及びＸ５を含め４

名であったこと、契約更新手続時に時給を減額された者はＸ

４及びＸ５を含め４名であったこと、Ｘ５は同月末で会社を

退職したことが認められる（第３－２－（５）－イないしカ）。 
   イ 契約更新手続の時期における組合員差別の有無について  
     組合は、Ｘ４及びＸ５が、組合員であるが故に、他の従業

員と比べ、契約更新手続の時期を遅らされたと主張する。  
     まず、組合は、Ｘ４及びＸ５について、会社から執拗に脱

退勧奨が行われていたことなどから、会社は両人が組合員で

あることを認識していた旨主張する。  
     しかし、Ｘ４及びＸ５が組合員であることを会社が認識し

ていたことについて、組合は十分な疎明を行っているとは言

い難く、会社が両人を組合員であると認識していたとまで、

明確に言いきることはできない。  
     また、他の従業員の契約更新手続の状況について、組合か

ら、組合員及び非組合員ごとの個別の手続の時期等にかかる

疎明はなく、組合員のみが契約更新手続の時期を遅らされた
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との証拠もないうえ、平成２１年１２月下旬までに契約更新

手続が完了していなかったのは、Ｘ４、Ｘ５を含め４名いた

のであるから、Ｘ４、Ｘ５のみが契約更新手続が遅れたとい

うことはできない。  
     一方、会社は、Ｘ４及びＸ５の契約更新手続が平成２１年

１２月下旬近くになったことについて、従業員によって休日

等により面談予定の都合がつかないなど、双方スケジュール

が合わないことがあって、面談、契約更新完了日が異なった

にすぎないと主張しているが、この会社の主張自体を不合理

であるとまではいいきれない。  
     そうすると、Ｘ４、Ｘ５の契約更新手続が同年１２月下旬

近くまでずれ込んだからといって、両人が組合員であるが故

の差別であったとまでいうことはできない。  
   ウ Ｘ４が主任職を解かれ、時給を減額されたことについて  
     会社は、Ｘ４の主任職を解いたのは、第３－２－（５）－

アで認定したとおり、平成２１年１２月１０日にホテル内の

コーヒーマシーン給水管が破損した際、Ｘ４が給水バルブの

位置を把握していなかったため、水が溢れ天上にまで被害が

広がったことがあったことから、施設を扱う業務課の職員と

して当然熟知していて然るべき事項を熟知していなかったこ

と及び出勤時に頻繁に酒の匂いをさせていたり、勤務時間中

に飲酒をした疑いがもたれていたことなどから、Ｘ４には主

任としての適格性がないと判断した旨主張する。  
それに対し、組合は、漏水事故の原因は複合的なものであ

り、Ｘ４だけの責任ではないこと、Ｘ４はパートタイム従業

員にすぎず、Ｘ３書記長から業務の引継ぎなど受けていない

こと、飲酒を理由とした賃金削減は不合理であること等の主

張をしている。  
確かに、組合が主張するとおり、漏水事故の原因は複合的

なものであり、Ｘ４だけの責任とは必ずしも言い難い面もあ

るから、同人に対してのみ責任を問うことは不公平のそしり

を免れないといわざるを得ない。しかし、他の業務課の従業

員同様、Ｘ４が給水バルブの位置を知らなかったことは事実

であり、Ｘ４一人の責任とまではいえないにしても、そのた

めに現実に被害が広がったということに鑑みると、会社がこ
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のことを理由にＸ４の主任職を解いたことが著しく不合理で

あるとまではいいきれない。  
また、時給の減額について、会社は他の従業員と同一にし

た旨主張しており、組合からこれを覆す主張もないうえ、契

約更新手続にあたって給与を減額されたのは、Ｘ４及びＸ５

を含め全部で４名いたのであるから、組合員であることを理

由に給与を減額されたということもできない。  
したがって、契約更新に当たり、会社がＸ４の主任職を解

き、時給を減額したことは、不当なものであったと断定する

ことはできない。  
なお、会社が、Ｘ４の主任職を解いた理由の一つとして、

飲酒等による勤務態度の問題があったことをあげているが、

会社は、このことについて特に調査を行っていない（③Ｙ３

ｐ１４４）のであり、会社が、契約更新手続の際にＸ４に対

して、このことについて説明を行ったとの疎明もなされてい

ないから、Ｘ４の主任としての適格性を判断する理由として

は不適切である。しかし、このことをもって、上記の判断に

影響を与えるものではない。  
   エ Ｘ５の職務内容の変更及び時給の減額等について  
     組合は、契約更新手続に際し、Ｘ５の職務内容を客室清掃

係に変更し、時給を５０円減額し、勤務時間を「午前９時か

ら午後３時」に変更したことは、Ｘ５が組合員であることを

理由とした不利益取扱いであると主張する。  
     しかし、会社は、客室清掃係が手薄になったため、ランド

リーとパブリックの清掃係を客室清掃係と統合し、交代制で

これらの清掃業務を行うことに変更したこと、そして、他の

客室清掃係の従業員と均衡を図るため賃金を５０円減額した

旨主張しており、組合からはこれを覆す主張はなく、また、

Ｘ５が組合員であることを会社が認識していたことについ

て、組合から十分な疎明がなされているとはいえない。  
     したがって、Ｘ５の契約更新手続にあたり、職務内容を変

更したこと、時給を減額したこと及び勤務時間を変更したこ

とに正当な理由がなかったとまでいうことはできない。  
   オ 不当労働行為の成否  
     以上のとおり、Ｘ４及びＸ５の契約更新手続の時期が平成
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２１年１２月下旬になったこと、Ｘ４の契約更新にあたり主

任職を解き、時給を減額したこと及びＸ５の契約更新手続に

当たり職務内容を変更し、時給を減額し、勤務時間を変更し

たことはいずれも不当労働行為には当たらない。  
      

５ 争点２（３）（Ｘ２に対し、平成２１年１０月、宿泊部フロント

課長から料飲部宴会課長へ配置転換を行ったこと及び平成２２年

２月１５日、課長から係長へ役職を変更したことは法第７条第１

号の不利益取扱いにあたるか。）について  
（１）当事者の主張  
  ア 組合の主張の要旨  

   （ア）Ｘ２に対する宿泊部フロント課長から料飲部宴会課長へ

の配置転換は、組合がＹ１社長に対して、平成２１年９月

２４日に組合結成通知書を手渡した後の、同年１０月１５

日頃に突如言い渡されたことや、Ｘ２が組合員であること、

さらには配属先の人員不足など配置転換の合理的理由が存

在しないことからすれば、Ｘ２が組合員であることを理由

になされたものであり、法第７条第１号の不利益取扱いに

該当することは明白である。  
   （イ）平成２２年２月１５日、Ｘ２がＹ１社長と給与に関する

交渉を行った際、Ｘ２はＹ１社長から、「新しい会社の就業

規則では、課長以上が管理職と定められた。君は組合員だ

から、これ以上課長は続けられないぞ。どうするのか。」な

どと問い詰められたのに対し、「組合を脱退することはでき

ません。」と回答したところ、「それでは君は係長として組

合を続けなさい。」などと言われ、係長に降格された上、給

与についても役職を持つ４０代以上の社員全員に課された

一律２０％の給与カットに加え、課長としての役付手当（月

額２万円）を係長としての役付手当（月額１万円）に減額

された。そればかりでなく、従来受給していた調整手当の

給付までをも打ち切られてしまったため、平成２２年２月

２６日に支給された給与額は、前月と比べて８万円も下が

ってしまった。  
      また、Ｙ１社長はＸ２に、「残業手当に関しては、組合の

方からちゃんと出せよと言ってきているんだから、君はそ
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の残業手当をもらう形の一つでいいじゃないか。」と一方的

に調整手当は支給せず、代わりに実労働時間の算定に基づ

く割増賃金を支給する方法によることを言い渡した。Ｙ１

社長はＸ２が組合員であることを認識しつつ、組合が会社

に割増賃金の支払いを要求したことを逆恨みし、これを逆

手にとろうとしたものである。  
   （ウ）会社によるＸ２に対する配転命令、降格及び賃金の削減

は、Ｘ２の個人的な雇用関係上の権利利益を侵害するにと

どまらず、組合員の組合活動意思を委縮させ組合活動一般

を抑圧ないし制約し、かつ、組合の運営について支配介入

するという効果を必然的に伴うものである。  
      組合が救済を受ける利益は、Ｘ２に対する降格及び賃金

の削減がなかったのと同じ事実上の状態が回復するまで存

続するのであり、Ｘ２に対する降格及び賃金の削減がなさ

れた後にＸ２が組合員資格を喪失したとしても、Ｘ２本人

が積極的に自らの権利利益を放棄する旨の意思表示をな

し、または組合の救済申立てを通じて権利利益の回復を図

る意思のないことを表明したなどの特段の事情のない限

り、組合の固有の権利に消長を来すものではないというべ

きである。（甲１９：最高裁第三小法廷昭和６０年６月１０

日判決、甲２０：最高裁第三小法廷平成２年３月６日判決） 
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）Ｘ２は、宿泊部フロント課長であったころ、部下から「面

倒見がよくない」「自分のペースで仕事をする」といった不

満が聞かれたほか、接客においてもトラブルがあるなどの

問題があった。そのため、会社は、Ｘ２に対し、部下への

教育、指導に努めて欲しいと改善を促した上、Ｘ２に、接

客の原点である料飲サービスの業務に携わることにより、

接客面はもちろん、上司として部下への指導、教育に対す

る意識を高めてもらうべく、６か月という限定で料飲部に

配属することを決定したのである。  
      このことはＸ２も十分に納得し、同意していた上、第２

回団体交渉においても、会社の説明に対し組合も納得して

いた。  
      Ｘ２の配置転換は、会社の業務上の必要性があるもので
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あり、合理的理由に基づくものである。  
      また、会社は、Ｘ２を配置転換することに決定した際に

は、Ｘ２が組合員であることすら知らなかったのであるか

ら、組合員であることを理由として不利益な取扱いを行う

という客観的な状況自体が存在しなかったのである。  
   （イ）平成２２年２月１５日、給与体系を見直す為に、会社は

各従業員と給与に関する話し合いを行ったところ、Ｘ２は

実際の時間外、休日及び深夜労働時間に応じた残業手当の

受給に固執し、係長となることを自ら選択した。  
      Ｘ２の係長への役職変更及び賃金の減額は、いずれもＸ

２の意向を受けて変更したにすぎず、何ら組合員であるこ

とを理由にしたものでもなければ、不利益な取扱いでもな

いことは明らかであり、不当労働行為には該当しない。  
   （ウ）課長から係長へ役職が変更され、それに伴い、役付手当

が従前の２万円から１万円に減額された。それにより平成

２２年２月に、Ｘ２の給与は、従来までＸ２が受給してい

た調整手当（残業時間約３０時間相当分）ではなく、実際

の時間外、休日及び深夜労働時間数に応じて支給されるこ

とになったところ、同月においては、かかる残業時間がほ

とんど発生しなかったため、結果的に平成２２年２月２６

日に支給された給与額が前月と比べ下がったのであって、

会社がＸ２の給与を減額する趣旨で変更したものでないこ

とは明らかである。  
   （エ）不当労働行為の申立人である労働組合が法第７条による

救済を受けるためには、その救済を受けることについて具

体的な救済利益（被救済利益）を有していることが必要で

ある。そして、申立て以前において組合を脱退した場合や

被申立人を退職した場合には、救済を求める利益を有さな

くなったものとして、救済の対象から除外される（乙７：

神奈川地労委昭和５３年８月８日命令、乙８：東京地労委

昭和４９年５月２１日命令）。  
      Ｘ２は、本件申立て時点で会社を自主退職し、組合から

も脱退している以上、救済命令申立てを通じて自己の権利

利益の回復を図る意思がないことを表明しているから、い

ずれにしても救済の利益は存在しない。なお、申立人が引
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用する判例（甲１９及び甲２０）は、いずれも組合員が不

当労働行為救済申立て時点においては、組合員の資格を有

していた事案であって、申立て時点において既に組合員資

格を喪失していた本事案とは、事案を異にする。したがっ

て、これらの判例を本件と同列に論じることは失当である。 
 （２）当委員会の判断  

ア 平成２１年１０月、宿泊部フロント課長から料飲部宴会課

長へ配置転換を行ったことについて  
（ア）事実経過について  
   平成２１年１０月１５日頃、Ｘ２は、同月１６日付けで、

宿泊部フロント課長から料飲部宴会課長へ配置転換を命じ

られたこと、Ｘ２の申し出により、配置転換は同月２５日

に延期されたこと、同月３０日の第２回団体交渉において、

会社から、Ｘ２の配置転換の理由と料飲部への配属期間が

６か月である旨示されたことが認められる。（第３－２－

（４）－アないしウ）  
（イ）配置転換の合理性について  
   一般に企業がその従業員に対して配置転換を行う場合、

個々の従業員の能力や適性、各部署における人員の配置状

況等を踏まえ、企業の経営戦略や必要な人材の育成等の観

点から、企業自らの責任と判断によって行うものである。  
   そして、社内の人材育成のため、様々な部署に異動させ、

幅広い業務を経験させることは、一般に企業の裁量により、

広く行われているということができる。  
   会社は、Ｘ２の配置転換の理由は、接客の原点である料

飲サービスの業務に携わることにより、接客面はもちろん、

上司として部下への指導、教育に対する意識を高めること

であるとしているが、このこと自体に、会社の裁量権を著

しく逸脱するほどの不合理な点はみられない。  
   また、宿泊部フロント課長から料飲部宴会課長という、

同じ課長職の間での配置転換であり、待遇の変更はなく、

また、職務内容の変更が著しく不合理なものであるとの疎

明もない。  
   そうすると、配置転換の合理的理由が存在しないとの組

合の主張は採用することができない。  
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   確かに、辞令をＸ２に交付した際、配属期間が６か月で

ある旨の説明をしておらず（②Ｘ２ｐ３、④Ｙ２ｐ９４）、

その後の第２回団体交渉においてその旨が示されたこと、

また、新規業務に関する研修、引継ぎが行われた形跡もな

いことなど、会社側の対応に不適切と思われる点も見られ

ないではないが、だからといってＸ２の配置転換に合理的

理由が存在しなかったとまでいうことはできない。  
（ウ）会社の不当労働行為意思について  
   組合は、Ｘ２が組合員であることを認識して、配置転換

を行ったと主張する。  
   その根拠として、Ｘ２が一貫して組合加入を隠していな

かったこと、そして、その一例として、平成２１年９月末

頃、フロントのカウンター内で、Ｙ８部長から組合加入の

有無を尋ねられ、加入した旨回答したこと等をあげている

が、このことについては、Ｘ２本人の証言のみで、これを

裏付けるに足る疎明は組合からなされていない。  
したがって、この時期、Ｘ２が組合に加入していたこと

を会社が認識していたとまでいうことはできない。  
（エ）小括  
   以上、平成２１年１１月２５日のＸ２の配置転換には、

合理的な理由が存在しないとまでいうことはできず、また、

会社がＸ２を組合員と認識していたとまで言い切ることは

できないから、不当労働行為に該当するということはでき

ない。  
イ 平成２２年２月１５日付け、係長への降格について  
（ア）事件経過について  
   平成２２年２月１５日、Ｙ１社長との個別面談により、

Ｘ２が係長に降格となったこと、それに伴い、Ｘ２の同年

２月分の給与は、その前の月と比べ８６，５００円下がっ

たこと、Ｘ２は、同年３月１５日に会社を一身上の都合に

より退職したことが認められる。（第３－２－（４）－エ及

びオ）    
（イ）降格の理由について  
   会社は、Ｘ２を係長へ降格したのは、Ｙ１社長とＸ２が

平成２２年２月１５日に給与について面談した際に、Ｘ２
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が実際の時間外、休日及び深夜労働時間に応じた残業手当

の受給に固執し、係長となることを自ら選択したからであ

る旨主張している。  
   このことについて、Ｙ１社長は、会社において、課長以

上の者は固定の調整手当（残業時間約３０時間分相当）の

みの制度となっており、実際の時間外等に応じた残業手当

を支給する給与制度にはなっていなかったため、Ｘ２に対

し、どうしても実際の時間外等に応じた残業手当を受給し

たいのであれば、課長ではそのような制度はないので係長

になる旨の説明を行ったが、Ｘ２が実際の時間外等に応じ

た残業手当の支給に固執し、係長となることを自ら選択し

た旨陳述している。（乙２３ｐ１４～１５）  
   第４－３－（２）－ア－（イ）でも述べたとおり、従業

員をどういった役職につけるかは、本人の希望を参考にし

つつも、企業が自らの責任において決定することである。  
   しかるに、本件において、会社は、Ｘ２の申し出に対し

て、会社として何らかの検討を行ったとの疎明はなく、ま

た、Ｘ２がその能力や適性等において課長として不適格で

あった旨の疎明もなされていないのであるから、会社の対

応は、通常の企業行動に照らして、極めて不可解と言わざ

るを得ない。  
（ウ）会社の不当労働行為意思について  
   Ｘ２が組合員であることについては、平成２１年１０月

３０日の第２回団体交渉において、同人の料飲部宴会課長

への異動が議題の一つとなっていたのであるから、会社は

すでに認識していたということがいえる。  
   このことと、前記（イ）でみた会社の不可解な対応と併

せ考えると、平成２１年２月１５日の面談にかかる会社の

主張は不自然であり、これを全面的に信用することはでき

ない。むしろ会社は、課長職が法第２条第１号但書に該当

するかの検討も、組合との協議もしないまま、組合が主張

するように、Ｘ２に対して課長にとどまる限り組合員資格

はないとの独自の見解を押しつけ、係長に降格されても組

合にとどまるか、組合をやめて課長にとどまるかの二者択

一をせまり、Ｘ２が組合にとどまる旨の意思表示をした結
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果、同人を係長に降格したと認めるのが妥当であると考え

られる。  
   なお、Ｘ２は給与格付確認書にサインをしているが、こ

れは、Ｘ２がＹ１社長から二者択一を迫られ、やむを得ず

サインしたものと認めるのが相当である。  
（エ）給与面での不利益について  
   会社は、Ｘ２の給与が減額となったのは、係長になった

ことにより役付手当が月額２万円から月額１万円となり、

また調整手当が打ち切られ、実際の時間外等に応じて残業

手当が支給されることになったところ、平成２２年２月は

たまたま残業時間が発生せず、結果的に給与の総額が前月

と比べて下がったのであり、会社がＸ２の給与を減額する

趣旨でＸ２を係長へ変更したものでないことは明らかであ

る旨主張する。  
   しかし、（イ）及び（ウ）でみたとおり、Ｘ２の係長への

降格は、会社の不当労働行為意思によるものであり、係長

への降格を受け入れるか、組合を脱退し課長にとどまるか

という、理不尽な二者択一を迫った結果であり、その結果、

Ｘ２の役付手当は月額２万円から月額１万円へと減額され

るという不利益が生じているのであるから、会社の主張を

採用することはできない。  
（オ）小括  
   以上、（ア）ないし（エ）でみたとおり、平成２２年２月

１５日付けでＸ２を係長に降格したことは、その降格理由

に合理性は窺われず、会社がＸ２に対して、組合を脱退す

るか、係長職へ降格するかの判断を強要した結果であると

認めるのが相当であるから、Ｘ２が組合員であることを理

由とした不利益取扱いであり、また、組合弱体化を企図し

たものと認めるのが相当である。  
ウ 不当労働行為の成否  

以上のとおり、平成２２年２月１５日、Ｘ２を係長に降格

したことは、法第７条第１号及び同条第３号の不当労働行為

に該当するものと判断する。  
なお、会社は、組合がＸ２にかかる申立て事項を追加した

時点（平成２２年４月１９日）で、Ｘ２は既に会社を自主退
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職し、組合からも任意に脱退している以上、救済命令申立て

を通じて自己の権利利益の回復を図る意思がない旨表明して

おり、救済の利益は存在しない旨主張する。  
確かに、会社が主張するとおり、Ｘ２は、係長への降格後、

会社を一身上の都合により退職し、組合員資格を喪失してい

ることが認められるが、Ｘ２に対する不当労働行為は、Ｘ２

個人に対する権利利益の侵害にとどまらず、そのことを通じ

て、他の組合員に対して組合活動意思を委縮させ、もって組

合活動一般に対する侵害的効果をともなうものであるから、

組合は、組合活動一般に対する侵害を除去するため、Ｘ２に

対する不当労働行為を除去する旨の救済を受けるべき利益を

有するものである。  
そして、組合が救済を受ける利益は、Ｘ２に対する不当労

働行為すなわち本件降格とそれに伴う役付手当相当額等の減

額がなかったと同じ状態が回復されるまで存続するのであ

る。Ｘ２は会社から不当労働行為を受けた後に組合員資格を

喪失しているが、それによって組合に対する組合活動一般に

対する侵害的効果が消失するものではないから、組合が救済

を受ける利益には影響しないということができる。  
これを、申立ての時期と組合員資格喪失の時期との関係で

みると、会社から不当労働行為を受けた時点で組合に加入し

ていれば、その後、救済申立てに至る前に組合員資格を喪失

したとしても、それにより会社の組合活動一般に対する侵害

が治癒されるものではないから、組合の救済利益は失われな

いとみるべきである。  
加えて、Ｘ２は、自らの権利利益を積極的に放棄する旨の

意思表示も、組合の救済申立てを通じて自らの権利利益の回

復を図る意思がないことの表明もしていない。それどころか、

第２回審問において組合側証人として出頭し、在職中に受け

た配置転換、降格及び減給に関して、「やっぱり許せないしね、

こういったことは二度とないようにしてほしいです。」（②Ｘ

２ｐ１０）と証言しているのである。  
したがって、組合は、Ｘ２について、救済を受ける利益を

有するものである。  
また、謝罪文の掲示及び手交は、専ら、組合活動一般に対
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する侵害の除去ないし予防を目的とするものであるから、組

合員資格の喪失や個人的意思のいかんにかかわらず、組合は

救済を求めることができるというべきである。  
 

 ６ 争点２（４）（Ｘ３書記長に対し、平成２１年９月６日付けで施

設部長から課長へ役職を変更したこと、同年１０月３日に自

宅待機を命じたこと、同月１８日に業務指示を行ったこと及

び同月２６日付けで懲戒解雇したことは法第７条第１号の不

利益取扱いにあたるか。）について  
（１）当事者の主張  
  ア 組合の主張の要旨  

   （ア）平成２１年９月６日付けの課長職への降格処分は、同年

８月２８日に組合結成に向けた組合員の勧誘を開始した直

後になされたものであり、会社は遅くとも同月末ころには、

Ｘ１委員長及びＸ３書記長が労働組合を結成しようとして

いることを察知していたことは明らかである。  
      また、降格の理由としてＸ３書記長の部下に対する「監

督力に問題がある」としているが、いかなる具体的事実を

もとにそのような評価がなされたのか全く明らかになって

いない。  
   （イ）Ｘ３書記長に対する自宅待機命令には何ら合理的理由は

なく、懲戒処分としての出勤停止に当たるものである。  
   （ウ）平成２１年１０月１８日付けでなされた業務指示につい

て、会社は従来からＸ３書記長が行っていた業務を指示し

たにすぎない旨主張するが、そうであれば、殊更に書面に

よる指示は不要である。すなわち、本件業務指示には、何

らの合理的理由も業務上の必要性もなかった。  
   （エ）本件懲戒解雇は、合理的理由が一切存在しない。  
      Ｚ１メモは、Ｘ３書記長にとって全く身に覚えのないも

のであるとともに、反論も不可能なほど抽象的かつ意味不

明なものであった。  
      また、仮に会社がＺ１から詳細な事実関係の聴き取りを

行ったのであれば、詳細な事実関係が記載された聴取書な

いし事実の調査表などの書面が作成されてしかるべきであ

るが、そのような書面が作成された痕跡はない。これは、
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会社が、Ｘ３書記長のＺ１に対するパワーハラスメントに

ついて、然るべき調査を行っていないことを如実に物語っ

ている。そして、会社が然るべき調査を行わなかったのは、

当該パワーハラスメントなる事実がそもそも全く存在せ

ず、そのような調査を行う意味がないからに他ならないの

であって、当該パワーハラスメントなる事実が会社によっ

て意図的に作出されたものであることは明らかである。  
   （オ）平成２１年１０月２６日、Ｙ５会長はＸ３書記長に対し、

電話にて、「やはり君が中心となって労働組合をつくったの

はまずかった。」「君には色々と良くしてやったんだけど

な。」「俺は組合が大嫌いなんだ。」「明日からは会社に出な

くてもいいよ。」「長い間ご苦労さん。１か月分の給料は払

うから、他の仕事を探しなさい。」などと告げ、突如、Ｘ３

書記長を解雇する旨を告げた。  
      翌２７日、Ｘ３書記長が納得できずに出社すると、Ｙ３

総務課長は、「会長から話は聞いていますよね。Ｘ３さんは

解雇ですよ。」と改めて解雇を告げた。  
      また、懲戒解雇処分の後、同月３０日に行われた第２回

団体交渉において、組合から当該懲戒解雇の理由を明らか

にするよう求めたのに対し、Ｙ３総務課長は「Ｙ５会長か

らの指示による解雇である」旨回答した。  
      このように、本件懲戒解雇を決定したのは、組合を嫌う

Ｙ５会長であった。  
（カ）以上のとおり、Ｘ３書記長は、組合の結成を決意し、組

合員の勧誘活動を開始した直後から降格、自宅待機及び雑

用を命じる業務指示といった処分を受け、ついには懲戒解

雇処分を受けるに至っている。  
これら一連の処分等は、いずれもＸ３書記長のＺ１に対

するパワーハラスメントなるものを理由としてなされてい

るが、本件解雇事由は全くの事実無根であり、そればかり

かＸ３書記長を不当に陥れることを目的として作出された

悪質な作り話であることは明らかである。  
これら一連の処分等はＸ３書記長が組合員の勧誘活動を

開始した直後から突如なされたことや、「やはり君が中心と

なって労働組合をつくったのはまずかった。」「俺は組合が
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大嫌いなんだ。」などのＹ５会長の発言及び第２回団体交渉

の際、Ｘ３書記長の懲戒解雇の理由について、Ｙ３総務課

長が「Ｙ５会長からの指示による解雇である」旨回答した

こと等を総合的に考慮すれば、Ｘ３書記長に対するこれら

一連の処分等は、Ｘ３書記長が組合を結成したことを理由

としてなされたことは明らかであり、法７条１号が規定す

る不利益な取扱いに該当することは明白である。  
   イ 会社の主張の要旨  
   （ア）Ｘ３書記長が課長職に降格となったのは平成２１年９月

６日であるが、組合結成通知書が会社に届けられたのが同

月２４日であり、降格処分当時は未だ組合は結成されてお

らず、会社は組合結成の動きがあることも知らなかったの

であるから、かかる降格処分は不当労働行為になり得ない。 
      また、Ｘ３書記長は、「部長」という部署のトップの地位

にあり、部署内をまとめて、所属する部下を適切に監督す

べき責任があり、Ｚ１の直属の上司である以上、部下の勤

務状況、勤務態度については、上司として把握していなけ

ればならない事項である。しかるに、Ｘ３書記長は、Ｚ１

が業務中に業務とは関係のないことを行わされていたと訴

えていたにもかかわらず、Ｚ１の勤務状況等すらも、何ら

説明も弁解もできず、「知りません。」というような誠実さ

に欠ける態度しかとれなかったため、部長として、部下や

施設部という部署そのものの管理を行っていないことは明

らかであり、部長として求められる監督力に問題があり、

部長としてふさわしくないと考えたため、降格処分に至っ

たものである。  
   （イ）Ｘ３書記長の自宅待機命令は、Ｚ１以外の従業員からも

Ｘ３書記長によるパワーハラスメントの被害申告があった

ことから、これらに関する事実関係について、更なる調査

を行い、最終的な処分を決定する必要があったこと、ある

いは、パワーハラスメント等の加害者と疑われる者がホテ

ルのナンバー１、２として被害者である労働者に指揮命令

等を下す業務に従事することは不適切であることに鑑み、

業務命令として自宅待機を命じたものである。  
      そして、かかる自宅待機命令中も賃金は通常どおり支給
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されていたのであるから、就業規則第４８条第３号におけ

る懲戒処分としての出勤停止にはあたらず、かつ「不利益」

もないことは明らかである。  
   （ウ）平成２１年１０月１８日付け業務指示書は、Ｘ３書記長

の自宅待機期間中にたまった仕事をまとめたものに過ぎな

い上、業務指示書に記載された内容はいずれも従来から施

設の業務としてＸ３書記長が担当していた業務であり、会

社が新たな業務を指示したものではない。  
   （エ）会社はＸ３書記長のパワーハラスメント行為に関する事

実関係の調査を行い、弁明の機会を与えて、慎重に事実関

係の有無を検証した結果、Ｘ３書記長が複数の被害者に対

し継続的にパワーハラスメント行為に及んでおり、事態は

ホテルの存続にもかかわる重大な問題であることが判明し

た上、Ｘ３書記長に反省の態度も見られなかったことから、

最終手段として懲戒解雇に至ったのであり、正当な理由に

基づく有効な解雇である。  
   （オ）Ｚ１は、Ｘ３書記長から受けた指示の内容や、かかる指

示に基づいて実際に勤務時間内外においてとった行動につ

いて具体的かつ詳細に証言しており、これを裏付ける客観

的証拠もあることからすれば、Ｘ３書記長からパワーハラ

スメントを受けたというＺ１の証言には信用性があること

は明らかである。なお、Ｘ３書記長は、これに対して単に

否定するのみであり、具体的な弁明をできておらず、Ｘ３

書記長の証言に信用性はないというほかない。  
      また、会社は、他の従業員にもＸ３書記長のパワーハラ

スメント行為について話を聞いたところ、他の従業員は、

Ｚ１がＸ３書記長に内偵行為を強いられていたというＺ１

の訴えと一致する発言をしただけでなく、新たにＸ３書記

長の暴言や嫌がらせ、退職強要等の事実を訴えたため、Ｘ

３書記長のパワーハラスメント行為が明らかとなったので

ある。  
   （カ）懲戒処分に当たって、事実の調査表の作成が就業規則上

要求されているのは、所属長の調査をもとに、懲戒処分の

判断権者が事実関係の有無について慎重に調査、検討する

ことを可能にするためである。したがって、所属長がかか
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る調査をすることが不適切な場合には、所属長ではなく懲

戒処分の判断権者が自ら事実を調査することになるため、

調査表が作成されなかったとしても、懲戒処分の判断権者

において、懲戒処分の対象となる行為の有無について十分

な調査がなされれば足りるのである。  
      本件では、事実関係について、Ｚ１メモが存在したもの

の、それだけでは事実関係の調査としては不十分であった

ため、Ｙ２専務が平成２１年９月５日にＸ３書記長同席の

もとで、Ｚ１から詳しい事情聴取の機会を設け、事実関係

について補充するための詳細な調査を行っている。さらに

会社は、Ｚ１だけでなく、その後、他の従業員からも事情

を聴いている。  
      したがって、会社は、所属長に代わり懲戒対象となる行

為について十分な事実の調査を行っており、事実の調査表

の提出を要求する就業規則の趣旨に則った手続が履践され

ている。  
   （キ）Ｙ５会長が平成２１年１０月２６日にＸ３書記長に対し、

解雇と受け取れる発言をした事実は認めるが、Ｙ５会長は

高齢であり、体調も思わしくないという事情もあり、その

具体的内容についてまでは記憶の限りではない。  
      なお、第２回団体交渉において、Ｙ３総務課長は、Ｘ３

書記長の解雇は就業規則の定めのとおりであると回答した

だけであり、Ｙ５会長に触れたことは一切なかった。  
   （ク）懲戒解雇に先立って行われた降格処分及び自宅待機命令

は、Ｘ３書記長のパワーハラスメントによる懲戒処分とし

てなされたものではないから、本件懲戒解雇処分がＸ３書

記長を二重三重に処分するものではない。  
（ケ）会社がＸ３書記長を懲戒解雇したのは、Ｘ３書記長が部

下に対して数々のパワーハラスメント行為を行い、「著しく

会社内の秩序や風紀を乱した場合」（就業規則第４９条第２

項第５号）に該当する事由が存在したからである。  
 （２）当委員会の判断  
   ア Ｘ３書記長のＺ１他５名に対するパワーハラスメント行為

について  
     会社は、Ｘ３書記長を懲戒解雇としたのは、Ｘ３書記長が
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部下に対して数々のパワーハラスメント行為を行い、「著しく

会社内の秩序や風紀を乱した場合」（就業規則第４９条第２項

第５号）に該当する事由が存在したからであると主張する。  
そして、Ｘ３書記長によるパワーハラスメント行為の対象

となった従業員は、Ｚ１を含め６名であるとしている。（③Ｙ

１ｐ４５）  
     そこで、まず、Ｘ３書記長に対する降格、自宅待機、業務

指示及び懲戒解雇など、一連の処分等の発端となったＺ１他

５名に対するパワーハラスメント行為があったか否か検討す

る。  
   （ア）Ｚ１に対するパワーハラスメント行為について  

Ｚ１は、Ｘ３書記長から受けた指示の内容や、かかる指

示に基づいて実際に勤務時間内外においてとったとする行

動について、Ｚ１メモを作成し、会社に提出した。（第３－

２－（２）－ア）  
このＺ１メモとＺ１の陳述書（乙１４）及び第４回審問

における証言により、Ｘ３書記長からの指示の内容やＺ１

がとったとする行動等が、一応、具体的かつ詳細に示され

ている。  
しかし、Ｚ１メモ及びＺ１の証言等を裏付けるに足る客

観的な証拠は会社から提出されておらず、Ｚ１に対して行

った事情聴取以外に、会社が裏付けのための調査を行った

との疎明もない。  
また、会社は、他の従業員で、Ｚ１がＸ３書記長に内偵

行為を強いられていたというＺ１の訴えと一致する発言を

した者がいた旨主張するが、当該従業員の氏名、会社が当

該従業員から事情聴取を行った時期、当該従業員の具体的

な発言内容等、このことに関する具体的な疎明はされてい

ない。  
そして、一連の調査結果が書面として残されていないこ

とに争いはない。  
そうすると、Ｘ３書記長が、Ｚ１メモやＺ１の証言等で

示されたようなパワーハラスメント行為をＺ１に対して行

ったと認めるに足る疎明が会社からなされているとは言い

難い。  
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会社は、Ｘ３書記長は単に否認するのみで、具体的な弁

明をしていないことをもって、Ｘ３書記長の証言に信用性

はないとしているが、Ｘ３書記長は全てを否定しているの

であり、会社による裏付け調査が行われていない状況にお

いて、Ｘ３書記長から具体的な弁明がないことのみを持っ

て、その証言の信用性を否定することには無理があると言

わざるを得ない。  
（イ）Ｚ１以外の５名に対するパワーハラスメント行為につい  
  て  

会社は、Ｘ３書記長がパワーハラスメントを行った従業

員として、Ｚ１の他、Ｚ５ 、Ｚ６、Ｚ７ 、Ｚ８、Ｚ９

の５名をあげる（③Ｙ１ｐ４４～４５）。  
しかし、これら５名について、Ｘ３書記長からされたパ

ワーハラスメントの具体的内容、それに対する会社の裏付

け調査の実施の有無、Ｘ３書記長に対する弁明の機会の付

与等につき、会社からは明らかにされておらず、調査結果

が書面により残されていないことも併せ考えると、Ｘ３書

記長が上記の５名について、パワーハラスメント行為を行

ったことについて、会社から十分な疎明がなされていると

は言い難い。  
したがって、Ｘ３書記長による上記５名に対するパワー

ハラスメント行為があったと認めるに足る証拠はないとい

わざるを得ない。  
   （ウ）Ｘ３書記長の懲戒解雇事由の有無について  
      以上、（ア）及び（イ）より、Ｘ３書記長の懲戒解雇事由

となった、Ｚ１他５名に対するパワーハラスメント行為を

認めるに足る証拠はない。  
そこで、次項以下で、会社が主張するＸ３書記長に対す

る一連の処分理由等に合理性があるか検討したうえで、こ

れらが会社の不当労働行為としてなされたものであったか

検討する。  
   イ 平成２１年９月６日付け課長への降格処分について  
   （ア）事実経過について  
      平成２１年９月３日、Ｙ１社長がＺ１メモを受け取り、

その内容につきＺ１から事情を聞いたこと、同日、Ｙ１社
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長は、Ｘ３書記長に対し、Ｚ１の訴えが真実であれば重大

な処分の事由になり得る旨告げたこと、同月５日、Ｙ２専

務、Ｙ３総務課長、Ｙ４調達係長、Ｘ３書記長、Ｚ１の５

名同席のもと事情聴取が行われ、Ｘ３書記長は「すべて否

定します」とだけ回答したこと、翌６日、Ｘ３書記長は課

長に降格されたこと、降格理由を示す書面が同月２６日に

Ｘ３書記長に対して手交されたことが認められる。（第３－

２－（２）－アないしウ）  
   （イ）降格処分の理由の合理性について  
      会社は、Ｘ３書記長を降格した理由として、部長として

求められる監督力に問題があった旨主張する。  
      しかし、Ｘ３書記長を降格処分とした時点では、未だＺ

１メモ及びＺ１の証言にかかる調査が完了していない段階

であって、その裏付けは取れておらず、かつ、Ｘ３書記長

はＺ１へのパワーハラスメント行為をすべて否認している

のであるから、組合が主張するように、いかなる事実をも

とに監督力に問題があったと評価したのか、会社の主張は

理解しがたい。Ｙ１社長及びＹ２専務も、具体的にどの部

分を指してＸ３書記長の監督力に問題があるとしたのか、

その証言の中で明確にしていない。（③Ｙ１ｐ５５～５７、

④Ｙ２ｐ４６～４７）  
      そうすると、会社が主張するＸ３書記長の降格理由に合

理性を見出すことは難しい。       
   （ウ）会社の不当労働行為意思について  
      Ｚ１メモ及びＺ１証言で示されたＸ３書記長のＺ１に対

するパワーハラスメント行為について、それを認めること

ができないことは、すでに述べたとおりである。  
      そこで、本件降格処分は、会社の組合に対する不当労働

行為意思によりなされたものであるか検討する。  
      Ｘ１委員長及びＸ３書記長は、平成２１年８月２７日に

組合結成を決意、翌２８日から組合員の勧誘活動を始め、

同年９月２３日に組合結成大会を開催、翌２４日に、会社

に組合結成を通知したものである。（第３－２－（１）－ア

及びイ）  
      組合は、遅くとも平成２１年８月末頃には、会社が組合
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結成の動きを察知していたことは明らかである旨主張す

る。  
      その根拠として、①平成２１年８月中旬頃からホテルの

電気室等でＸ１委員長及びＸ３書記長が組合結成の話をし

ていたところを、扉を開けたＹ３総務課長に見られたこと

があったこと、②同月２７日、Ｘ１委員長とＸ３書記長が

内々の組合結成会を行った直後に、Ｙ２専務がＸ１委員長

に対し電話で「お前何を考えているんだ。」「俺がお前を部

長に推してやったんだぞ。」等と発言したこと、③同月２８

日、Ｙ１社長がＸ３書記長に電話で「お前の今の仕事は今

の給料に値しない。」「明日から毎日夜８時まで働け。」など

と発言したこと、④同月中旬以降、ホテル内において、Ｘ

１委員長及びＸ３書記長以外の従業員からも労働組合結成

の話がもちあがっていたこと、⑤同月２８日以降、Ｘ１委

員長及びＸ３書記長により組合員の勧誘活動が始まったこ

と、をあげている。  
      しかし、①については、Ｙ３総務課長がＸ３書記長に用

事があって電気室のドアを開けたところ、Ｘ１委員長、Ｘ

３書記長及びＸ９総支配人がいたところを目撃したという

もの（③Ｙ３ｐ１０９～１１０）であり、Ｙ３総務課長が、

たまたまＸ１委員長とＸ３書記長らが何か話をしていると

ころを目撃したというだけで、Ｙ３総務課長が組合結成の

動きを察知したとまで認めることはできない。  
      また、②及び③については、Ｙ１社長及びＹ２専務の発

言それ自体と組合結成との関連性を認めることは困難であ

り、④については、Ｘ１委員長及びＸ３書記長以外の従業

員から組合結成の動きが持ち上がっていたことについて、

組合から十分な疎明がなされているとはいえない。⑤につ

いては、組合員の勧誘活動が開始されてから、会社に組合

結成を通知するまでの間に、会社が組合結成の動きを察知

していたということについて、組合から十分な疎明がなさ

れているとは言い難い。  
      そうすると、会社が平成２１年８月末頃に組合結成を察

知していたと認めるだけの証拠はない。  
   （エ）降格処分は不当労働行為に該当するか  
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      以上みてきたとおり、Ｘ３に対する降格処分そのものに

合理的な理由があるということはできないものの、会社が

Ｘ３書記長を降格処分とした平成２１年９月６日の時点で

は、会社が組合結成の動きを察知していたと認めることは

できないから、本件処分が不当労働行為に該当するという

ことはできない。  
   ウ 平成２１年１０月３日付け自宅待機命令  
   （ア）事実経過について  
      平成２１年９月２７日、Ｘ３書記長はＹ５会長から、Ｘ

９総支配人を通じて自宅待機を命じられたこと、翌２８日

及び２９日、Ｘ３書記長は出勤しなかったこと、同月３０

日、Ｘ３書記長が出勤したところ、Ｙ１社長から電話で自

宅待機命令に従うよう指示されたこと、それに対してＸ３

書記長は自宅待機の理由を文書で示すよう要求したこと、

同年１０月３日、Ｘ３書記長に自宅待機を命じる同日付け

「辞令」と題する書面が手交されたこと、同月１５日、当

委員会においてあっせんが行われ、組合、会社双方があっ

せん案を受諾したこと、同月１７日、Ｘ３書記長の自宅待

機命令が解除されたことが認められる。（第３－２－（２）

－キないしサ）  
   （イ）自宅待機命令をしたことに合理的理由があるか  
      会社は、Ｘ３書記長に対して自宅待機を命令したのは、

Ｚ１以外の従業員からもＸ３書記長によるパワーハラスメ

ント行為の被害申告があり、更なる調査を行う必要があっ

たこと、あるいはパワーハラスメント等の加害者と疑われ

る者が被害者である労働者に指揮命令を下すことは不適切

であったためである旨主張する。  
      まず、会社が、Ｘ３書記長の自宅待機中に行ったとされ

る調査についてみると、調査結果は書面で残されていない。 
      また、調査の方法や内容につき、Ｙ１社長及びＹ２専務

の証言は、「数人、また施設の方からそういったあれが、解

雇的なこと出た人がいるっちゅうことで」（④Ｙ２ｐ４７）、

「急に解雇とか、そういうのされた人ないのかということ

で、総務を中心に頼んでおりました。」（④Ｙ２ｐ５０）、「そ

れは自分ではやってませんけど、頼みまして、さっきでい
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えばＺ９とか、そういった人の話は進めてましたけどね。」

「（文書での回答は）そのときはしてもらいません。」「後か

ら、総務の方からＺ９に話を聞いたらしくって」（以上いず

れも④Ｙ２ｐ８９）、「総務部内だとか経理の部分含めて、

そういった部下が調査を、聞き取りをしていたという記憶

はありますが。」「（調査結果の報告は）口頭だったと思いま

す。」（以上いずれも③Ｙ３ｐ１３３）などであり、いずれ

も具体性にかける曖昧な証言であり、調査が行われた時期、

調査を担当した者、調査の対象となった者、調査をどのよ

うに行ったか、調査の結果どのような事実が判明したか等、

調査方法や調査結果等について、何ら具体的な事実が明ら

かになっておらず、会社は、Ｘ３書記長の自宅待機中に、

本当に調査を行ったのか極めて疑わしい。  
したがって、会社が主張するＸ３書記長に対する自宅待

機命令の理由に合理性を見出すことはできない。  
   エ 平成２１年１０月２６日付け懲戒解雇について  
   （ア）事実経過について  

平成２１年１０月２６日、Ｘ３書記長はＹ５会長から電

話で解雇を告げられたこと、同月２８日、Ｘ３書記長に同

月２７日付け解雇通知書等が交付されたこと、同通知書に

よると、解雇事由は、過去数年にわたる複数の従業員に対

するパワーハラスメントであったことが認められる。（第３

－２－（２）－セ及びソ）  
   （イ）Ｘ３書記長の懲戒解雇処分について  
      すでに判断したとおり、Ｚ１他５名に対するＸ３書記長

のパワーハラスメント行為の存在を認めるに足る証拠はな

く、このことを覆すに足る会社からの主張、立証がなされ

ているとは言い難い。  
      したがって、会社が主張するようなＸ３書記長の懲戒解

雇事由があったとは認定できないから、会社の行ったＸ３

書記長に対する懲戒解雇処分は無効であると判断せざるを

得ない。  
   オ 会社の不当労働行為意思について  
      ここで、組合設立からＸ３書記長の解雇に至るまでの会

社の対応を概観すると、組合結成通知をＹ１社長に手交し
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た３日後の平成２１年９月２７日に、Ｘ３書記長がＹ５会

長から自宅待機を命じられ、翌２８日、組合が当委員会に

あっせんを申請、同年１０月１５日に、組合と会社との間

であっせん案が受諾された。その２日後の同月１７日にＸ

３書記長の自宅待機が解除されるも、翌１８日にはＸ３書

記長に対する業務指示書が出され、同月２６日付けでＸ３

書記長は懲戒解雇となっている。  
      この間、前記第４－３で認定したとおり、同年１０月３

日には、会社からＸ１委員長に対し、料飲部長と組合執行

委員長とは立場が相反する旨の文書が手交され、同月２４

日には、Ｘ１委員長に対して、デスクを１１階パントリー

へ移動する旨の業務指示がだされ、同年１１月１日には、

Ｘ１委員長を料飲部長から料飲サービス課監督職へ変更す

るなど、会社はＸ１委員長に対して不当労働行為を行って

いることが認められる。  
      このように、組合が会社に対し、組合結成を通知するや

いなや、会社によるＸ１委員長に対する不当労働行為が始

まり、それとほぼ並行して、Ｘ３書記長に対する自宅待機、

業務指示そして懲戒解雇がなされている。  
      Ｘ３書記長に対する自宅待機命令に合理的な理由が存在

せず、またＸ３書記長に対する懲戒解雇処分が無効である

ことは既に判断したとおりである。  
      さらに、会社においては、組合嫌悪の感情を有するＹ５

会長が人事を始め経営全般につき深く関与していたこと

は、第４－１でみたとおりであり、また、Ｘ３書記長に対

する自宅待機命令及び懲戒解雇については、第３－２－

（２）－キ及びセで認定したとおり、Ｙ５会長自らＸ３書

記長に対して告げている。  
 以上、組合設立からＸ３書記長の解雇に至るまでの会社

の対応と、同人に対する懲戒解雇が無効な解雇であること、

及びＹ５会長の関与を併せ考えると、会社が、組合を嫌悪

するＹ５会長の意を汲み、組合設立に際し中心的役割を果

たしたＸ３書記長に対して不利益取扱いを行うことによ

り、他の組合員の組合活動を委縮させ、もって組合弱体化

を企図してなされたものと推認することができる。  
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   カ 平成２１年１０月１８日付け業務指示について  
   （ア）事実経過について  
      平成２１年１０月１５日、当委員会において組合、会社

双方があっせん案を受諾したこと、同月１７日、会社はＸ

３書記長の自宅待機を解除したこと、同月１８日、会社は

同日付け「業務指示書」をＸ３書記長に手交したことが認

められる。（第３－２－（２）－コないしシ）  
   （イ）業務指示の内容について  
      業務指示書の内容は、第３－２－（２）－シのとおりで

あり、それ自体は、施設部の職員にとって通常の業務であ

り、不当労働行為に直接つながるものではない。  
      しかし、本件業務指示が、Ｘ３書記長の自宅待機が解除

された直後にだされたこと、グラウンド ゴルフ場の除草

などを部下に指示せずＸ３書記長自ら率先して実施するよ

う指示していること、これらの除草作業を優先的に行わせ、

男性浴場のエアコン、換気扇、ランプ切れなどの見積もり

にはＸ３書記長を立会不要とするなど、施設業務からＸ３

書記長を外そうとする姿勢が窺われること、施設課の課長

であるＸ３書記長に対し、総務Ｙ４の指示を仰ぐよう記載

があること、そして、本件業務指示が、自宅待機命令から

懲戒解雇に至るまでの一連の流れの中で行われていること

に鑑みると、本件業務指示は、組合が当委員会に対しあっ

せんを申請したことに対する報復としてなされたものであ

ると推認するのが妥当であり、Ｘ３書記長に対する会社の

不当労働行為の一環であると判断せざるを得ないものであ

る。  
    キ 不当労働行為の成否  
      以上みたとおり、Ｘ３書記長に対する平成２１年９月６

日付け降格処分については、その時点において会社が組合

結成の動きを察知していたとはいえないから、不当労働行

為には該当しないが、平成２１年１０月３日付け自宅待機

命令、同月１８日付け業務指示及び同月２６日付け懲戒解

雇は、法第７条第１号及び同条第３号の不当労働行為に該

当するものである。  
       



 

 - 62 -

７ 争点３（会社はその役員や幹部職員をして、組合員に対する退

職強要や組合からの脱退勧奨、組合への誹謗中傷などの行為を行

わせたか。行わせた場合、それらの行為は、法第７条第３号の支

配介入にあたるか。）について  
（１）当事者の主張  
  ア 組合の主張の要旨  
    会社は、組合が組合員の勧誘活動を開始した直後から現在

に至るまで、組合員に対し、組織ぐるみで組合からの脱退や

退職を促すなどの悪質かつ執拗な行動を繰り返しているので

あり、かかる一連の行為が組合の団結破壊ないし弱体化を目

的としてなされている不当な支配介入（法第７条第３号）に

該当することは明らかである。  
（ア）平成２１年８月末から９月初旬ころ、Ｙ７ 部長がＸ４

に対して、「年金いくらもらっているの」等と尋ねたこと  
      Ｙ７ 部長は、Ｘ４に対し、施設部の事務所で「ちょっ

といいですか。」と声をかけ、ホテル内の宴会場のパントリ

ーに移動した上、「Ｘ４さん、年金いくらもらってるの。」

などと尋ね、Ｘ４が年金の額を答えると、「じゃあ、もし年

金だけの収入になったら生活苦しいよねえ。」などと発言し

た。  
      その際、Ｙ７ 部長はＸ４に対し、「誰にも言わないでほ

しいんだけど、施設のＺ１さんが、施設本部長になりたが

っているんだよ。」とも発言した。  
      さらに、Ｘ４が施設部の事務所に戻ると、Ｚ１から、「Ｘ

３さんはクビになる。」「施設部も解体される。」などという

話を聞かされた。  
     Ｙ７ 部長の発言は、Ｘ１委員長及びＸ３書記長が組合

員の勧誘活動を開始した直後にあえてＸ３書記長の部下で

あるＸ４に対してなされていること、日常的な会話のなか

で出た発言ではなく、「ちょっと話をいいですか。」と声を

かけ、わざわざ場所を移動した上で特に改まってなされた

発言であることなどの諸事情に鑑みれば、Ｘ１委員長及び

Ｘ３書記長らによる組合員の勧誘活動に対抗しこれを妨害

するため、組合を結成し又は加入すると解雇を含む不利益

を被ることを暗に示唆する趣旨でなされたことは明らかで
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ある。          
（イ）平成２１年９月２２日のＹ２専務によるＸ３書記長に対  

する退職強要  
平成２１年９月２２日、Ｙ２専務は、Ｘ３書記長をホテ

ルの駐車場に呼び出し、「Ｚ１が辞めた以上お前も責任をと

れ」「９月２４日にはＹ１社長が来るから、その時にでも辞

表を渡せ」などと発言し退職を強く迫った。  
Ｚ１の退職の理由とされている「Ｘ３書記長のＺ１に対

するパワハラ（またはイジメ）」は、全くの事実無根であり、

申立人組合の結成に中心的役割を努めるＸ３書記長を陥れ

るために、Ｙ１社長、Ｙ２専務など会社の役員が中心とな

って作り出した「作り話」に過ぎない。  
そして、このような「作り話」を理由になされたＹ２専

務のＸ３書記長に対する退職強要は、申立人組合の結成を

妨害することを目的としてなされたことは明らかである。  
（ウ）平成２１年９月２４日の組合結成の際のＹ１社長の不当

な圧力  
平成２１年９月２４日、Ｘ１委員長が、Ｙ１社長に対し、

申立人組合の結成通知書を手渡した際、Ｙ１社長は、同席

していた連合ちばユニオンのＸ７から手渡された名刺を放

り投げるなど、労働組合の結成についてあからさまに拒絶

するような態度をとった上で、組合三役であるＸ１委員長

及びＸ３書記長らに対し、「なんで組合なんかつくるんだ」

「組合なんかつくる必要ないだろう」「辞めたい奴は辞めれ

ばいい」などの発言をした。  
これらのＹ１社長の言動は、組合の運営に対して重大な

影響を与えるものである。  
（エ）平成２１年９月２５日及び２６日におけるＹ７ 部長の

Ｘ11、Ｘ12 及びＸ13 に対する発言  
平成２１年９月２５日、Ｙ７ 部長は、男性パート従業

員で組合員（当時）であったＸ11 及びフロント女性社員で

組合員のＸ 12 に対し、「最近、組合ができたらしいけ

ど・・・。」などとして、同人らが組合に加入しているかど

うか探りを入れた。Ｙ７ 部長の当該行為により、Ｘ12 は

組合を脱退してしまった。  



 

 - 64 -

また、同月２６日にも、Ｙ７ 部長は、会社の女将であ

るＸ13  に対し、「組合を作ったら会社が倒産するから

大変なことだ」「仕事先がなかったらどうするか」などとし

て組合からの脱退を迫った。  
このような会社による組合員に対する不当な脱退勧奨に

より、Ｘ13   は結果的に組合を脱退してしまった。  
このように、組合の結成間もない時期に、加入者に接触

して組合に加入しているかどうかを探り、また、組合への

加入による不利益を示唆するなどの行為は、組合に加入し

たばかりの組合員の心理状態に重大な動揺を与え、組合か

らの脱退を強く促す不当な行為である。Ｙ７ 部長による

前記行為は、組合の弱体化を図った不当な支配介入に当た

るというべきである。  
（オ）平成２１年１０月３日のＸ１委員長に対する脱退勧奨  

平成２１年１０月３日、Ｙ２専務は、ホテルのロビーに

おいて、Ｘ１委員長に対し、「このまま組合活動を続けると、

今のままの役職でいられなくなるぞ」などと発言し、組合

からの脱退を強く迫った。  
（カ）平成２１年１０月２７日のＸ18 に対する脱退勧奨  

平成２１年１０月２７日、会社の従業員らから「本社」

と呼ばれている東京都中央区銀座所在のＹ５会長の事務所

に出入りするＺ10 （以下「Ｚ10」という。）（なお、Ｚ10
は会社の役員ではなく、従業員でもない。）は、組合員であ

るＸ18 の自宅に電話をかけ、電話に出たＸ18 の妻に対し

て、「組合に加入していると会社をクビになるぞ」と脅し、

Ｘ18 の家族を巻き込んだ上で、Ｘ18 に対して申立人組合

からの脱退を強く迫った。  
そして、Ｘ18 は後日Ｚ10 と共にＸ１委員長の下を訪れ、

Ｚ10 から、「おい、ちゃんと言えよ」などと促された上で、

最終的に「組合を辞めます」と言い、組合を脱退してしま

った。  
なお、Ｚ10 は、いわゆる「本社」と呼ばれるＹ５会長の

事務所に出入りする者であるから、同じく「本社」に出入

りするＹ１社長、Ｙ２専務とは深いつながりがあるといえ

る。また、Ｚ10 は会社の役員又は従業員ではないのである
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から、Ｚ10 が独断でＸ18 に対してこのような行動にでる

ことは考えられず、Ｙ１社長、Ｙ２専務、もしくはＹ５会

長から何らかの指示を受けて、このような行動をとったこ

とは明らかである。  
また、仮にこのような明示の指示がなかったとしても、

会社が組合に対してあからさまな敵視政策をとっていたこ

とは明らかであり、かかる事情に照らせば、会社は少なく

とも、前記Ｚ10 の行動を知りながら、これを黙認、放置し

ていたことは明白であり、いずれにしても、会社はＺ10 の

前記行為について責任を負うものというべきである。  
そうであれば、Ｚ10 によるＸ18 に対する前記行為は、

Ｚ10 に組合からの脱退を迫るものであり、組合の弱体化を

図った不当な支配介入に当たるというべきである。  
（キ）平成２１年１０月３０日ころのＸ15  、Ｙ10 、Ｙ11

によるＸ５に対する脱退勧奨  
平成２１年１０月３０日ころ、清掃係のＸ15 は、Ｘ５

に対し、ホテルのリネン室前の廊下において、「組合員と間

違えられるから、（Ｘ５とは）話したくない」などと発言し

た。  
また、Ｘ15  は、Ｘ５に対し、同年１１月６日、携帯

電話のメールにて、次のような、組合からの脱退を勧める

電子メールを送信した。「このまえ、くみあい・・・ぬけれ

ばって、言ったことは ともだち として、言ったんだよ。

なんか なにもかもが、めんどくさい じゃあ～ない。で

も Ｘ１ さんと、つきあって いたら、いくら、ぬけて

も、しんじて もらえないけど・・・ね！わたしが、しん

ぱい なのは、１２月で、こよう けいやくが、きれるけ

ど・・・そのあと、つかって、もらえるか？って、こと な

の・・・まえに、くみあいに、はいって いる人は、つか

わない？という ような ことをきいた から～（だから、

はやく、Ｘ５には、ぬけて、ほしかったんだよ）たぶん・・・

デマ、だとおもう けど・・・ね！？」  
さらに、会社の財務経理課長であるＹ10   とフロン

ト兼予約主任であるＹ11  の２名は、Ｘ５に対し、同年

１１月２９日ころ、本件ホテルのダイニングレストラン「シ
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ーボニア」のパントリー内において、「組合から出た方がい

い」と発言し組合を脱退するよう説得した。  
なお、これらのＸ15  、Ｙ10  及びＹ11  らによ

る発言は、いずれも、組合に加入していると、会社から労

働契約上の不利益を被るであろうことを前提とするもので

あり、Ｙ１社長やＹ２専務など、会社の労務関係について

の権限を有している者が、同人らに対し、組合加入による

労働契約上の不利益を示唆した上で、Ｘ５の組合脱退を促

すよう何らかの指示を出していたことは明らかである。  
また、仮にこのような明示の指示がなかったとしても、

会社が組合に対してあからさまな敵視政策をとっていたこ

とは明らかであり、かかる事情に照らせば、会社は少なく

とも、Ｘ15  らの行動を知りながら、これを黙認、放置

していたことは明白であり、いずれにしても、会社はＸ15
らの前記一連の行為について責任を負うものというべきで

ある。  
そうであれば、Ｘ15  らによるＸ５に対する前記一連

の行為は、Ｘ５に組合からの脱退を迫るものであり、組合

の弱体化を図った不当な支配介入に当たるというべきであ

る。  
   （ク）平成２１年１１月１３日、Ｙ７ 部長がＸ４に対し「Ｘ  

３と一緒に辞めればよかったのに」などと発言したこと  
平成２１年１１月１３日、Ｘ４は、Ｙ７ 部長からＸ３

書記長が管理していた設備配管系統についての質問を受け、

「よくわからない」と答えたところ、Ｙ７ 部長は、Ｘ４

に対し、「Ｘ３が辞めた時に一緒に辞めればよかったのに」

などと発言し、退職を迫った。  
（ケ）平成２１年１２月初旬のＺ11（Ｘ４の親戚）を介したＸ  

４に対する脱退勧奨  
同年１２月初旬ころ、Ｘ４は、同氏の遠い親戚に当たる

Ｚ11（Ｚ11 とはＹ３総務課長も個人的な付き合いがあり、

Ｚ11 がＸ４の遠い親戚に当たることはＹ３総務課長もよ

く知っていた。）より、「Ｙ３さんから、『Ｘ４さんに組合か

ら抜けるように言ってくれませんか』と言われた」と聞か

され、Ｚ11 を介して、Ｙ３総務課長より組合からの脱退を
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迫られた。  
（コ）平成２１年１２月６日及び７日におけるＸ１委員長に対

する脱退勧奨  
平成２１年１２月６日、Ｙ１社長は、組合が、近隣住民

に対し、労働組合に対する理解を求める手紙を配布したこ

とについて、Ｘ１委員長をホテル１１階のスカイレストラ

ンに呼び出し、Ｘ１委員長に対し、「あの手紙はどういうこ

とだ」と激しく糾問するとともに、「組合を抜けちゃえば」

として組合からの脱退を強く迫った。  
さらに翌７日、Ｙ７ 部長は、Ｘ１委員長をホテル３階

のクラブの前のソファー席に呼び出し、その場で待機して

いたＹ１社長、Ｙ３総務課長、会社の顧問であるＹ９らと

ともに、４人がかりで「組合活動により営業成績が落ちた」

「組合活動は営業妨害だ」「損害賠償を考えている」などと

発言しＸ１委員長を脅迫した上、「組合をやめろ」として組

合からの脱退を強く迫った。  
これらの行為は、Ｘ１委員長に対して執拗に繰り返し行

われているものであり、組合の団結破壊ないし弱体化を図

った不当な支配介入に当たるというべきである。特に、平

成２１年１２月７日のＹ１社長らのＸ１委員長に対する発

言は、憲法及び労働組合法で保障された組合活動を捉えて、

かかる組合活動が違法な「営業妨害」に当たり「損害賠償

を考えている」などという明らかな脅迫的言辞を用いた上

でなされている点で、悪質かつ重大な行為であるといわざ

るを得ない。  
   （サ）平成２２年１月５日におけるＹ４調達係長のＸ４に対す

る言動  
平成２２年１月５日、Ｘ４がホテルに出勤したところ、

施設機械室にあるＸ４のロッカー内の私物（作業着、下着

及び服などの着替え）がＸ４に無断で段ボール箱に入れら

れ、さらに、施設管理部で作業服などを洗濯するため長年

使用されてきた洗濯機も一方的に撤去されていた。そして、

Ｙ４調達係長は、Ｘ４に対し、「私物は持って帰れ」「今後

は会社で洗濯するな」などと発言した。  
これは、組合に加入したらＸ４のようなひどい仕打ちを
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受けることを誇示するための見せしめであった。  
また、Ｙ４調達係長は、一貫して会社の意を体して行動

する人物であったことは明白であり、同人の行為はまさし

く会社の行為そのものであったというべきである。  
  イ 会社の主張の要旨  

    会社は、そもそも誰が組合員で誰が非組合員であるかを把

握しておらず、組合員であることを理由とした不利益取扱い

等の不当労働行為など論理的になし得ないという前提を意図

的に捨象している点で、そもそも主張の前提を欠いている。  
    一般従業員の日常的で些細な言動を殊更取り上げ、無理矢

理、不当労働行為と構成しているが、彼らはそもそも不当労

働行為の主体である「使用者」（労働組合法第７条柱書）です

らない。  
    単なる「質問」に過ぎない言辞など、明らかに言論の自由

の範囲内にある言動を殊更事実を歪曲しているにすぎない。  
（ア）組合主張の（ア）について  

平成２１年８月末から９月初旬ころ、Ｙ７ 部長がＸ４

に対し、施設部の事務所で声をかけ、八宝宴会場のパント

リーに移動し、「Ｘ４さん、年金いくらもらってるの」とい

う趣旨の質問をしたこと自体は特に争わないが、その余は

不知ないし否認する。  
Ｙ７ 部長は、Ｘ４がパートタイマーであることから、

現在の賃金額では生活が苦しいのではないかと思い、場合

によっては正社員に登用する必要があるかどうかを検討す

るために、年金の受給額を質問したにすぎない。そして、

場所を移動して話したのも、年金という私的な事項に関す

る話題であることから、他の従業員に聞かれないようＹ７

部長が配慮したためである。  
Ｙ７ 部長のかかる質問行為は、何ら組合に関係しない

ことであり、それ自体組合員の勧誘活動の妨害になり得る

ものではなく、本件と全く無関係の事項である。  
そもそも平成２１年８月末から９月初旬の時点では、組

合は未だ結成されていなかったのであるから、存在しない

組合に支配介入すること自体、観念できない。さらに、当

時組合結成の動きがあること自体まったく知らなかったの
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であるから、Ｘ４に対する質問行為により組合の勧誘活動

を妨害するという意思もあり得ない。  
（イ）組合主張（イ）について  

Ｙ２専務がＸ３書記長に「責任をとれ」という趣旨の発

言をしたのは、平成２１年９月２２日当時、Ｚ１以外の従

業員からもＸ３書記長によるパワーハラスメント行為の訴

えが相次いでなされており、課長降格後も業務態度に改善

が見られなかったことから、退職もあり得ることを示唆し

て状況の改善を求めたのであり、Ｙ２専務が退職を強く迫

ったことなどない。また、Ｙ２専務が組合結成を知ったの

は同年９月２４日ころであり、少なくとも９月２２日の時

点では、組合は結成されておらず、かつ、組合結成の動き

があることすら知らなかったのであるから、Ｙ２専務の行

為が組合に対する支配介入たり得ないことは明らかである。 
（ウ）組合主張（ウ）について  

Ｙ１社長とＸ１委員長らとの面談は応接テーブルに着席

して行われたが、Ｙ１社長は、初対面の人物との面談の際

に通常なされるように、連合千葉のＸ５の名刺をテーブル

に置いていたにすぎないのであり、この動作を捉えて「名

刺を放り投げる」などと表現するのは、事実の歪曲以外の

何ものでもない。  
また、会社が組合の結成を知ったのはこの時が初めてで

あり、事態や詳細をまだ何も認識できていないこの段階に

おいてＹ１社長が「労働組合の結成についてあからさまに

拒絶するような態度」を取る理由がないし、労働組合結成

通知書を渡すために訪れた者に対し、唐突に「辞めたい奴

は辞めればいい」などと発言するはずがなく、組合の主張

は事実を歪曲する極めて不合理、不誠実な主張というほか

ない。  
（エ）組合主張（エ）について  

Ｙ７ 部長の発言は従業員との立ち話として世間話の中

で出てきた単なる質問行為にすぎないのであるから、言論

の自由の範囲内にある行為であり、その発言自体威嚇、報

復、利益の供与等の要素が一切含まれていないことは明ら

かである。  
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また、Ｘ11 及びＸ12 に対しては「最近、組合ができた

らしいけど。」と質問しただけで、組合の結成や組織、運営

などの領域に介入するものではないことは明らかであり、

これが組合からの脱退を強く促す行為であるなどと主張す

ることは不当な言いがかりである。  
これは女将のＸ13   に対しても同様であり、Ｙ７ 

部長は、何ら組合に加入することによる不利益を示唆して

いない。  
そもそも、Ｙ７ 部長は平成２１年９月２５日、２６日

当時、だれが組合員であるかも把握していなかったのであ

るから、組合活動に対して妨害、干渉しようとする意思も

有していなかった。Ｙ７ 部長は、個人的になぜ組合がで

きたのかということに興味があって質問しただけであった。 
 このように、Ｙ７ 部長のＸ11 らに対する発言は組合へ

の支配介入行為ではなく、不当労働行為には該当しない。  
（オ）組合主張（オ）について  

Ｙ２専務がＸ１委員長に対し、組合からの脱退を迫った

ことなどない。  
（カ）組合主張（カ）について  

Ｚ10 がＸ18 の自宅へ電話し「組合に加入していると会

社をクビになるぞ」などと脅したということはなく、組合

が主張するような家族をも巻き込んで脅したなどという

こともないから、何ら支配介入行為にあたるものではない。 
また、Ｚ10 はグループ会社のメンテナンス部門に勤務し

ているにすぎず、その職務内容もビルのメンテナンスを主

に担当しているにすぎないのであるから、かかるＺ10 が会

社の利益代表者でないことは多言を要しない。したがって、

Ｚ10 の行為は不当労働行為の主体である「使用者」の行為

にあたらない。  
会社がＺ10 に対して組合の主張するような行動をとる

よう指示することはないし、Ｚ10 の行動を知りながらこれ

を黙認、放置していたということもあり得ない。  
なお、Ｘ18 が組合を脱退したことを会社は把握していな

い。  
（キ）組合主張（キ）について  
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Ｘ15  らは、不当労働行為の主体である「使用者」で

はなく、組合の主張自体、そもそも不当労働行為たり得な

いことは明らかである。  
また、組合の主張するＸ15  らの行為はいずれも、従

業員間での私的な会話又はメールにすぎず、会社は全く知

りえない事実である。したがって、会社が同人らに対し、

何らかの指示を行うなどあり得ないし、同人らの行動を知

りながら放置、黙認したなどという事実も存在しない。  
会社は、そもそもＸ５が組合員であるということを知ら

なかったのであるから、Ｘ15  らに対して指示すること

など不可能である。  
（ク）組合主張（ク）について  

平成２１年１１月１３日、Ｙ７部長がＸ４に対し、Ｘ３

書記長が管理していた設備配管系統について質問し、Ｘ４

が「よくわからない」と答えたことは認め、その余は否認

する。Ｘ３書記長の退職後、Ｘ４が設備配管系統の仕事を

引き継ぐ立場になったため、Ｘ４がかかる仕事について知

識・経験があるかどうかを尋ねたにすぎず、Ｘ４に対し、

「辞めればよかったのに。」などと発言し退職を迫ったこと

はなく、文脈的にも突如Ｙ７ 部長がＸ４に退職を勧める

ような発言をするはずがない。  
（ケ）組合主張（ケ）について  

Ｙ３総務課長とＺ11 には個人的な付き合いがあり、Ｚ11
がＸ４の遠い親戚に当たることをＹ３総務課長が知ってい

たことについては認めるが、その余は不知ないし否認する。 
そもそもＹ３総務課長は、Ｘ４が組合員であることすら

知らなかった。会社は、そもそも誰が組合員で誰が非組合

員であるかを把握していないのであるから、組合の主張は、

そもそも前提を欠いている。  
（コ）組合主張（コ）について  

平成２１年１２月６日及び７日における話し合いについ

ては、組合が近隣に対して配布した手紙について主な話題

とされた。  
かかる手紙の内容は、「鴨川ヒルズリゾートホテル経営者

の労働組合に対する不当な組織介入攻撃の実態と協力要
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請」などと題され、組合側の一方的な言い分を記載し、協

力要請などと称して会社に対する批判を展開するもので、

近隣地域住民からのホテルに対する名誉、信用を毀損し、

会社の営業を妨害するものであった。  
その時期のホテルは例年忘年会や新年会の受注で多忙に

なるにもかかわらず、同手紙が配布されたことにより、受

注が激減したため、ホテルの経営は大打撃を受けてしまっ

た。そのため、Ｙ１社長らは、Ｘ１委員長に対し、上記手

紙の配布のような組合活動に名を借りた営業妨害をやめる

よう求めたのである。  
したがって、会社はあくまで営業妨害行為について言及

しているのであって、組合の主張するような、「組合活動に

より営業成績が落ちた」とか「組合活動は営業妨害だ」な

どと述べて、組合活動について言及したことはない。  
また、Ｙ１社長らは、あくまで会社の経営に悪影響を及

ぼすような営業妨害行為をやめるよう求めているのであっ

て、Ｙ１社長がＸ１委員長に対し、激しく糾問し、組合か

らの脱退を迫ったことはなく、組合の弱体化を企図したも

のでないことは明らかである。  
（サ）組合主張（サ）について  

Ｘ４はホテル内に置かれている洗濯機で、業務と全く関

係のない私物の洗濯をしていたため、これを見かねたＹ４

調達係長が、私物を持ち帰り、ホテル内で私物の洗濯をし

ないようにというごく当たり前のことをＸ４に対し述べた

だけであった。  
また、このことは、従業員間での問題であり、会社はこ

れに関して何ら関知していなかった。調達係長は、人事に

関する権限も一切有しておらず、会社の利益代表者でない

ことは明らかであり、また会社が、これについて黙認、放

置していたこともなかった。したがって、Ｙ４調達係長の

行為は不当労働行為の主体である「使用者」の行為に当た

らないことは明らかである。  
（２）当委員会の判断  

以下、組合が主張する事例について、個々に不当労働行為か

否か判断する。  
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   ア 組合主張（ア）について  
Ｙ７ 部長が、Ｘ４に対し、年金の額を尋ねたことについ

ては争いがない。  
Ｙ７ 部長の発言自体は、Ｘ４の年金額についての質問で

あり、これだけでは組合との関連性は窺えず、組合が主張す

るような、組合員の勧誘活動に対する妨害であるとは認めら

れない。  
また、組合が主張する上記以外のＹ７ の発言については、

組合及びＸ４本人の主張のみで、裏付けとなる証拠はなく、

これを認定することはできない。  
   イ 組合主張（イ）について  
     この時、既にＸ３書記長は、施設部の課長に降格されてい

たが、この降格処分自体は不当労働行為には当たらないこと

は、第４－６－（２）－イで既に判断したとおりである。  
     また、Ｙ２専務が組合結成を知ったのは、平成２１年９月

２４日である旨証言しており（④Ｙ２ｐ５１）、これに対して

組合から有効な反証はだされていないから、同月２２日の時

点で、Ｙ２専務が、組合結成の動きを察知していたというこ

とはできない。  
   ウ 組合主張（ウ）について  
     組合は、組合結成通知書をＹ１社長に手渡した際、Ｙ１社

長が「なんで組合なんかつくるんだ」「組合なんかつくる必要

ないだろう」「辞めたい奴は辞めればいい」などの発言をした

旨主張する一方、Ｙ１社長は、そのような発言はしていない

旨証言している。（③Ｙ１ｐ６）  
     このときの様子について、Ｘ１委員長及びＸ３書記長は、

Ｙ１社長が興奮気味ないし激怒していた旨証言し（①Ｘ１ｐ

２６、①Ｘ３ｐ６９）、Ｙ１社長も自ら途中でパニック状態に

なった旨証言している。  
そこで、本事件の第３回審問でのＹ１社長の証言をみてみ

ると、Ｙ１社長が、「Ｘ３さんが、社長が自分の身は自分で守

れって言ったから組合をつくったということを言っておりま

した。」（③Ｙ１ｐ６）と発言したのに対して、申立人代理人

から、Ｘ３書記長の発言の際、連合千葉の組合員がその場に

居合わせたか否か質問すると、「ちょっと定かじゃないか



 

 - 74 -

ら、・・・」（③Ｙ１ｐ４３）と答えている。  
また、連合千葉のＸ７及びＸ８が途中で退出したかどうか

質問されると、「それちょっとパニック状態になってましたか

ら。」「白くなってたから、退出をしたかしないかまでは確認

はしてません。」（いずれも③Ｙ１ｐ４１）と答えるなど、Ｙ

１社長の証言は極めて曖昧で歯切れの悪いものであり、同人

の陳述ないし証言を全面的に信用することには疑念を持たざ

るを得ない。  
一方、この日以降、およそ１か月の間に、会社は、Ｘ１委

員長及びＸ３書記長に対して、第４－２及び第４－６で認定

したとおり不当労働行為を行っている。  
さらに、会社の人事等に深く関与し、会社に対して大きな

影響力を持つＹ５会長が組合を嫌悪していたことなどを併せ

考えると、Ｙ１社長は、組合結成通知を渡された際、組合が

主張するとおり、組合を認めない旨の発言を行ったものと推

認するのが自然である。  
     したがって、Ｙ１社長が、平成２１年９月２４日、組合結

成通知を手交された際、Ｘ１委員長及びＸ３書記長らに対し

て、「なんで組合をつくるんだ」との趣旨の発言をしたと認め

るのが相当であり、このことは、組合の運営に対する支配介

入であり、法第７条第３号に該当する。  
   エ 組合主張（エ）について  
     Ｙ７ 部長が「最近組合ができたらしいけど・・・」とい

った趣旨の質問をしたことについては争いがない。  
     Ｙ７ 部長が、個人的な興味に基づいてＸ11 ら複数の従業

員に組合に関する質問をしたことについては、組合に対する

配慮に欠ける面があったことは否定できない。  
     しかし、本事件における第１回審問において、Ｘ11 が証人

として証言しない理由について尋ねられたＸ１は、「Ｘ11 さ

んは、軽い意味で聞いたんだろうから、そんなに別に証人と

して出てきたりとかってやるほどのことじゃないということ

で。」（①Ｘ１ｐ４４）と証言しており、Ｙ７ 部長の発言は、

世間話の中で出てきた単なる質問行為にすぎず、Ｘ11 もその

程度の受け取り方であったことが窺われる。  
     また、Ｘ13   に対しては、組合ができたことの質問と
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併せて、ホテルの業績が悪化しており大変な状況にある旨の

話をしていることが認められるが、Ｙ７ 部長が一般的な見

解を超えて、反組合的な発言をしたとまで認めるにたる疎明

はない。  
     したがって、Ｙ７ 部長の質問が、組合弱体化を企図した

支配介入行為であったとまでいうことはできない。  
   オ 組合主張（オ）について  
     組合の主張に対し、会社は、Ｙ２専務がＸ１委員長に、組

合からの脱退を迫ったことはない旨主張している。  
     Ｙ２専務の発言については、Ｘ１委員長からの主張のみで、

これを裏付ける証拠はなく、これを認定することはできない。 
   カ 組合主張（カ）について  
     Ｚ10 は、会社の従業員ではないから、Ｚ10 の行為が組合

に対する支配介入であるというためには、会社がＺ10 に対し

て、Ｘ18 を組合から抜けさせるよう具体的な指示ないし依頼

をしていることが必要であるが、このことについて、組合か

らの疎明はない。  
仮に、Ｘ18 がＸ１委員長に対し組合からの脱退の意思を表

明した際にＺ10 が同伴していたとしても、このことだけをも

って、会社がＺ10 に対して、Ｘ18 を組合から抜けさせるよ

う指示ないし依頼をしていたとまでいうことはできない。  
   キ 組合主張（キ）について  
     仮に、Ｘ５とＸ15  らとの間に、組合が主張するような

やりとりがあったとしても、これらは、従業員間の私的な会

話又はメールにすぎない。  
また、Ｘ15  らは、会社の幹部職員ではないから、Ｘ15

らの言動が会社による不当労働行為となるためには、会社か

らＸ15  らに対し、Ｘ５を組合から脱退させるよう具体的

な指示がだされていることが必要であるが、このことについ

て、組合からの疎明はない。  
また、会社が、Ｘ５が組合員であると認識していたかにつ

いても、組合からの疎明はない。  
   ク 組合主張（ク）について  
     Ｙ７ 部長とＸ４との会話は、設備配管系統にかかるもの

であったことについて争いはないが、「Ｘ３が辞めた時に一緒
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に辞めればよかったのに」などの発言については、Ｘ４本人

の主張のみでこれを裏付けるに足る証拠はなく、これを認定

することはできない。  
   ケ 組合主張（ケ）について  
     Ｚ11 は、会社の役員でも従業員でもないから、会社がＺ11

を介して不当労働行為を行ったというためには、会社からＺ

11 に対して、Ｘ４を組合から脱退させるよう具体的な指示な

いし依頼がなされていることが必要であるが、このことにつ

いて組合からの疎明はない。  
     また、Ｚ11 の発言自体も、Ｘ４本人が主張するのみで、こ

れを裏付けるに足る証拠はなく、これを認定することはでき

ない。  
   コ 組合主張（コ）について  
     Ｘ１委員長とＹ１社長らが、組合が近隣に対して配布した

手紙について話し合ったことについては争いがない。  
     この時期は、Ｘ３書記長の懲戒解雇やＸ１の監督職への降

格など、まさに組合と会社とは対立した状態にあったといえ

る。  
     しかし、組合が近隣に配布したとされる手紙の内容をはじ

めとして、その他の事情についても十分な疎明がなされてい

るとは言い難く、組合の主張は採用することができない。  
   サ 組合主張（サ）について  
     Ｙ４調達係長がＸ４の私物を同人に無断で段ボール箱に詰

めたことの是非はともかくとして、「私物は持って帰れ」「今

後は会社の洗濯機で（私物を）洗濯するな」との発言自体は、

社会通念上特に非難されるべきものではなく、組合との関連

性も窺えないものである。  
     また、Ｙ４調達係長は、会社の意を体して行動する人物で

あった旨組合は主張するが、Ｙ４調達係長に対し、会社から

具体的な指示がなされた旨の疎明はなく、同人の行動が会社

の意を体してなされたものであったとまでいうことはできな

い。  
   シ 不当労働行為の成否  
     以上、組合主張の（ア）及び（イ）並びに（エ）ないし（サ）

については、いずれも不当労働行為とは認められない。  
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     組合主張（ウ）については、法第７条第３号の不当労働行

為に当たるものと判断する。  
 

第５ 救済の方法 

   上記で判断した不当労働行為に対する救済の方法として、当委

員会は、原則として、不利益取扱いについては原状回復及び処分

の撤回を、支配介入については謝罪文により、将来、このような

行為による支配介入の禁止を命ずることとする。  
   なお、不利益取扱いのうち、Ｘ３書記長に対する懲戒解雇処分

等について、当委員会は、課長への降格処分を除くその他の処分

等につき、法第７条第１号及び第３号の不当労働行為である旨判

断したところであるが、平成２２年６月１４日に開催した本事件

にかかる第３回調査において審査委員から確認したところ、処分

等の撤回にかかる救済の請求については代理人弁護士を通じて取

り下げられたこと及び申立人はＸ３書記長の懲戒解雇処分につ

き、平成２１年５月２１日付けで雇用関係存在確認等請求訴訟を

提起していること（平成２２年５月３１日付け申立人提出「求釈

明に対する回答書」２頁）などから、謝罪文への掲載のみ命ずる

ことが適当であると判断したものである。  
   また、組合は謝罪文の掲示を求めているが、本件の救済として

は主文第３項をもって相当とする。  
 
第６ 法律上の根拠  

以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法

第２７条の１２及び労働委員会規則第４３条を適用して主文のとお

り命令する。  
 

平成２３年３月２５日  
千葉県労働委員会  

会長 竹 澤 京 平  
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